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 第１章 計画策定にあたって          
 

 

 

１ 計画策定の背景 

我が国の急速な少子高齢化の進行や社会構造の変化に対応し、介護を必要とする

高齢者を地域全体で支える新たな仕組みとして平成12年（2000年）４月に介護保険

制度がスタートしました。介護保険制度は、従来までの高齢者介護のあり方に大き

な変革をもたらすものとして期待され、制度導入後、介護サービスの利用は確実に

普及・拡大してきましたが、その一方で、要支援・要介護1 の認定者などの軽度者

を中心に要介護認定者数が急増し、制度施行後５年間で制度の持続可能な運営が危

ぶまれる状況が指摘され始めました。 

また、今後は高度成長期の変動の著しい時代を経験してきた「団塊の世代」が高

齢者の仲間入りをします。この団塊の世代をはじめとした高齢者の介護予防を視野

に置いた居場所の確保が課題と考えられます。 

国では、介護保険制度の持続可能性を高めるとともに、明るく活力ある超高齢社

会を築くことをめざしており、その一環として平成17年（2005年）に、介護保険法

の大幅な改正が行われました。とりわけ、制度全体を「予防重視型システム」へと

転換していくことが大きな柱で、予防重視、地域密着型サービスの導入や地域包括

支援センターの創設など、新たなサービスを導入しました。「介護予防」の観点か

らこれらの一体的、有機的な施策連携を図っていくことが強く求められ、平成26年

度末をひとつの目標時期として事業を進めているところです。 

こうした背景の中、第４期の計画の目標値を踏まえ、平成27年の高齢者介護のあ

るべき姿を描きながら、今後の介護予防事業や介護保険事業のさらなる充実に向け

た方針を定めていくことが必要です。 

特に第５期の計画策定にあたっては、高齢者が可能な限り住み慣れた地域に継続

して住み続けることができるよう、①介護、②予防、③医療、④生活支援、⑤住ま

いの５つのサービスを一体化して提供していく「地域包括ケア」の実現に向けて、

地域の実情に応じたサービス提供体制の充実が求められています。 

本町においても、基本理念の「健康と生きがいを地域で支えるまちづくり」を実

現するためには、高齢者が地域の一員としての役割を果たしながら生きがいある人

生を送ることができるよう、総合的な施策を展開していくことが重要です。 

川島町高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画の内容やこれらに基づく取り組

みや実績を踏まえながら、高齢者のライフスタイルや価値観など、高齢者を取り巻

く環境の変化や制度改正に伴う新たな施策課題を明らかにし、総合的な施策展開の

方向を見据えた計画として「いきいき福祉プラン-川島町高齢者福祉計画・第５期介

護保険事業計画-」を策定します。 
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２ 計画の理念・基本目標・重点目標 

 

（１）基本理念 

川島町では、平成 23 年度を初年度とする第５次川島町総合振興計画が策定されま

した。その中で、高齢者福祉施策の基本方針が「高齢者がいつまでも元気でいられ

るよう、地域の役割や生きがいを見つけられる支援を進めます。また、支援が必要

になった場合でもいつまでも住み慣れた場所に住み続けられるよう、在宅福祉の充

実と介護保険制度の円滑な運営を進めます。」と示されました。 

川島町高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画では、加齢とともに要介護状態

となった場合でも身近な場所で適切な福祉サービスや介護サービスを利用して生活

できる環境を整え、行政をはじめとして、保健・福祉・医療・介護の機関が密接に

連携し、地域で支える地域ぐるみのまちづくりを実現するため、次のような理念を

掲げました。 

 

第５次川島町総合振興計画の基本方針をおさえつつ、第５期介護保険事業計画は、

第３期計画において設定した平成 26 年の目標に至る最終段階としての位置づけも

あることから、基本理念については変更せず継続することとし、 

 

 

 

 

 

 

健康と生きがいを地域で支えるまちづくり 

 

を基本理念に掲げます。 
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（２）基本目標 

平成 18 年４月に施工された介護保険制度改革は、基本理念を高齢者の「自立支

援」、「尊厳の保持」とし、制度の持続可能性を高めていくための「予防重視型

システムへの転換」として、軽度者に対する新予防給付や、要支援・要介護状態

に陥るおそれのあるかたを対象とした地域支援事業の創設、「新たなサービス体

系」として、地域密着型サービスや地域包括支援センターが創設され、大幅な見

直しが行われました。 

基本理念でも述べたように、第５期介護保険事業計画は、第３期計画策定時に

定めた平成２６年までの目標達成に向けて、継続的かつ着実に取り組むことが重

要であるため、計画の基本目標についても変更せず、地域支援事業の展開、介護

予防の推進、介護保険事業の展開の３つの領域に分けて推進します。 

 

① 地域支援事業の展開 

寝たきりや認知症等により介護が必要な状態になってもできる限り住み慣れた

地域社会で暮らし続けることが可能となるように高齢者を地域で支える体制を構

築する必要があります。地域における総合的なマネジメントを担う中核機関とし

て、①総合的な相談窓口機能、②介護予防マネジメント、③包括的・継続的マネ

ジメント（マネジメントの統括）という３つの基本機能を担う「地域包括支援セ

ンター」を中心に、利用者の日常生活圏域を勘案したサービス提供を行います。 

高齢者ができる限り健康を維持し、要介護状態にならないために、高齢者福祉

事業や介護予防事業を見直し、地域支援事業の充実を図ります。 

 

② 介護予防の推進 

高齢者にとって、いつまでも健康でいきいきとした生活を送ることは非常に重

要なことです。そのために、積極的に健康づくりに取り組める施策の充実を図り

ます。 

また、高齢者が心身共にできる限り健康を維持していくためには、生きがいを

もつことや、地域活動・地域交流等の地域社会に参加していくことが重要であり、

高齢者の有する経験や知識を活用できるような場所や機会の提供、就労機会の確

保、ボランティア活動の推進等の社会参加の促進や生涯学習の推進を図ります。 
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③ 介護保険事業の展開 

介護保険制度施行後、サービス利用者は急速に増加しています。こうしたサー

ビス利用量の拡大に伴い、「サービスの質」についても問われるようになりまし

た。そのため、適切なサービスの選択と競争が行われるよう、サービス利用者や

介護者に対して「情報開示の徹底」を行い、サービス内容に対して比較・検討で

きる環境を確立します。 

また、施設サービスの質の向上やケアマネジャー、ヘルパー等サービス提供者

の資質向上を図ります。 

さらに、介護保険制度施行後、サービスの利用は増加していますが、在宅ケア

の基盤は未だ十分とは言えない状態です。特に、重度になるほど在宅生活の継続

が困難な状況にあり、施設志向も依然として強い傾向にあります。 

今後も、在宅ケアを推進する観点から、高齢者が介護を必要とする状態になっ

ても、可能な限り住みなれた地域や家庭で自立した生活を送ることができるよう

に、地域における基盤整備を充実し、利用したい在宅サービスを誰もが利用でき

る体制を強化・推進します。 

 

（３） 重点目標 

① 二次予防事業対象者の把握と介護予防事業の推進 

高齢期を住み慣れた地域で、自分らしく生きるためには、高齢者自身が健康

づくりや介護予防に取り組むことにより、「介護が必要な状態にできる限りなら

ない」、「支援や介護が必要になっても重度化しない」ことが重要です。 

さらに、要支援・要介護状態となるおそれの高い高齢者を対象とし、対象者

の生活機能や心身の状態、価値観等を踏まえ、対象者一人ひとりの状況に応じた

きめ細かな事業の実施が重要です。 

 

② 介護保険事業の適正な運営 

介護保険事業を適切に運営するためには、介護保険制度への信頼を高めること

や、適正給付、制度の普及・啓発を積極的に行うことが必要です。そのために、

介護サービスが必要なかたへの適切なサービス供給やサービスの質の確保、介護

報酬の不正請求のチェック等、介護保険事業の適切な運営に努めなければなりま

せん。 

また、サービス利用者や家族、一般の方々に介護保険制度を十分に理解してい

ただき、より良い介護保険事業とするため、一層の普及・啓発を行っていく必要

があります。 
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③ 生活支援サービスの取組み 

「地域包括ケア」の推進にあたり、高齢者が高齢者を支える仕組みを確立す

ることで、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立

した日常生活を送ることが可能となります。高齢者の社会参加と生きがいづく

りを推進するとともに、介護保険外の生活支援を検討していく必要があります。 

 

④ 高齢者が暮らしやすい環境の整備 

高齢期においては、居宅や地域での生活時間が長くなるため、身体的な機能

の低下等に配慮した住宅や都市環境の面での安全性、快適性を確保することが

重要です。高齢社会にふさわしい住・都市環境を形成するため、高齢者の住宅

に係る施策との連携も含め各種施策を推進していきます。 

 

⑤ 認知症支援策の充実 

高齢者の増加に伴って認知症高齢者も増加しています。認知症の人は、一般

に環境の変化に弱いという特性があるため、住み慣れた地域で暮らし続けられ

るような配慮が必要となってきます。 

地域における認知症の理解を深め、様々な資源がつながりを深め供に支え合

うことで、よりよい本人本位のケアや家族支援ができる認知症支援の体制づく

りの構築を目指します。 

 
 

 

 

３ 法令等の根拠 

本計画は、老人福祉法（昭和３８年法律第 133 号）第２０条の８第１項（市町

村老人福祉計画）及び介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117 条第１項（市

町村介護保険事業計画）の規定に基づき、平成 20 年度に策定した「川島町高齢者

福祉計画・第４期介護保険事業計画」を見直したものです。 

また、第３期までは老人保健法が根拠法令としてあげられていましたが、同法

の改正により、当該内容については高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）に基づく特定健康診査等実施計画、健康増進法（平成１４年法

律第 103 号）に基づく健康増進計画等に移行されることになりました。 
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 ４ 計画策定に向けた取り組み 
 

（１） 策定委員会の設置 

「いきいき福祉プラン」の策定は、利用者の実態に応じた計画を策定するために、

被保険者の代表、町民団体等の代表、高齢者の保健・医療及び福祉関連の実務経験

者など各層の関係者の参画による「川島町介護保険運営推進協議会」によって、審

議・検討を行いました。 

 

（２） 行政内部の連携体制 

介護保険事業計画の策定にあたっては、健康福祉課を中心に庁内関係課の各担当

部門との連携を図り、運営推進協議会との連携・調整を行いました。 

 

（３） アンケート調査の実施 

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を見直すにあたって、高齢者の生活状況や

健康状態などをうかがい、介護の実態や課題、意見や要望を把握し、策定の基礎資

料とするために日常生活圏域ニーズ調査を実施しました。 

 

◆調査の概要 

 

 

 

 日常生活圏域ニーズ調査 

調査対象者数 ①要介護・要支援認定者 200 人（要介護認定者については要介護２まで）

②認定を受けていない方から 1,000 人 

回収数 852 人 

回収率 71.0％ 

実施方法 郵送による配布・回収 

調査時期 平成 23 年５月２日～平成 23 年５月 23 日 

（４） パブリックコメントの実施 

計画素案に対して、町民の皆様から幅広く意見を聴取するために、平成 23 年 12

月 26 日～平成 24 年１月 24 日までパブリックコメントを実施しました。 

 

 - 6 -



第１章 計画策定にあたって 
 

 

 

 

５ 計画の期間 

この計画の期間は、平成24年度から平成26年度の３年間とし、各年度において点

検・評価を行います。４年以内に団塊の世代が高齢期（65歳以上）に達するため、

大幅に高齢者が増加し、高齢者の比率が極めて高い超高齢社会が継続することにな

ります。そのため、４年後の高齢者介護の姿を念頭において、制度の持続可能性の

確保、明るく活力ある高齢社会の構築等をめざした平成26年度の目標を設定します。 

 

■計画の期間 

 
 

 

 

 

 

 

平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

川島町高齢者福祉計画・
第６期介護保険事業計画

川島町第５次総合振興計画
【前期基本計画】

川島町第５次総合振興計画
【後期基本計画】

川島町高齢者福祉計画・
第４期介護保険事業計画

川島町高齢者福祉計画・
第５期介護保険事業計画

 
 
 
 
 
 
 

６ 他制度による計画等の整合調和 

本計画は、国や県等の関連計画と整合性を図るとともに、「第５次川島町総合振

興計画」を上位計画として位置づけ、高齢者に関するすべての施策を包括するも

のとします。 

また、施策の推進にあたっては、住まい、介護、予防、医療、生活支援の５つ

のサービスを一体的に提供していく「地域包括ケア」の考え方に基づくことが重

要であるため、計画は、高齢者福祉計画と一体のものとして策定され、町の関連

計画との整合性に配慮しながら、計画の実現を図ります。 
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 第２章 高齢者を取り巻く現状        

 

 

 

１ 人口の動向 

（１） 総人口の推移 

総人口は平成 19 年以降減少傾向で推移しており、平成 23 年４月１日現在の総人

口は 22,261 人で、平成 19 年からの４年間で約 700 人の減少となっています。 

また、年齢三区分別人口推移をみると、平成 19 年から平成 23 年にかけて年少人

口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）は減少し、高齢者人口（65 歳以上）

は増加し続けています。 

さらに、年齢三区分別人口割合をみると、年少人口割合、生産年齢人口割合は減

少傾向にあり、高齢者人口割合は増加傾向にあることから、一層の少子高齢化が進

行しています。 

 

●年齢三区分別人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 （単位：人）

2,919 2,860 2,799 2,694 2,598

15,800 15,540 15,245 15,029 14,844

4,240 4,348 4,589 4,757 4,819

22,959 22,748 22,633 22,480 22,261

0

7,000

14,000

21,000

28,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

高齢者人口（65歳以上）

生産年齢人口(15～64歳）

年少人口（０～14歳）

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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●年齢三区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
（単位：％）

12.7 12.6 12.4 12.0 11.7

68.8 68.3 67.4 66.8 66.7

18.5 19.1 20.3 21.2 21.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

高齢者人口（65歳以上）割合

生産年齢人口(15～64歳）割合

年少人口（０～14歳）割合

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

（２） 人口構成 

本町の平成 23 年４月１日現在の人口構成を５歳階級別にみると、男女合計数値

で 60～64 歳の年齢層が最も多く、次いで 55～59 歳が多い状況となっています。 

5 年後には、60～64 歳の年齢層が 65 歳以上の高齢者となることから、大幅な高

齢者の増加が見込まれます。 

 

●人口構成  

男性
(11,281人)

321

507

496

579

748

662

648

854

662

631

701

1,012

1,260

740

580

412

276

192

07501,500

０～４歳

５～９

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85歳以上 女性
(10,980人)

366

425

483

529

628

605

597

684

623

623

723

980

1,095

699

532

492

444

452

0 750 1,500

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（平成 23 年４月１日現在） 
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２ 高齢者の状況 

（１） 高齢者の人口 

高齢者人口の推移をみると平成 19 年は 4,240 人でしたが、平成 23 年は 4,819 人

となり、579 人増加しています。また、高齢化率についても 18.5％であったものが

21.6％となり 3.1 ポイント上昇しています。 

さらに、65 歳以上の高齢者を前期高齢者（65～74 歳）と後期高齢者（75 歳以上）

に分けて、その比率をみると、平成 19 年では前期高齢者が 53.0％、後期高齢者が

47.0％であったのに対し、平成 23 年にはそれぞれ 52.9％、47.1％で、ほぼ同じ割

合を維持しながら推移しています。 

 

●高齢者人口（前期・後期別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

2,248 2,296 2,468 2,565 2,551

1,992 2,052 2,121 2,192 2,268

4,240 4,348 4,589 4,757 4,819

18.5 19.1
20.3 21.2 21.6

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

（単位：％）

0

5

10

15

20

25

前期高齢者（74歳以下） 後期高齢者（75歳以上） 高齢化率

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

●高齢者人口割合（前期・後期別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.0

52.8

53.8

53.9

52.9

47.0

47.2

46.2

46.1

47.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

前期高齢者（74歳以下） 後期高齢者（75歳以上）

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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３ 要支援・要介護者の状況 

 

（１） 要支援・要介護者の状況 

要支援・要介護者の推移をみると平成 21 年は 650 人でしたが、平成 23 年は 715

人となり、65 人増加しています。 

要介護度別に平成 21 年と平成 23 年を比較すると、要支援２、要介護３の方は減

少していますが、それ以外の介護度の方は横ばいまたは増加傾向で推移しています。 

なかでも要介護５の増加数が 42 人と最も増加しています。 

 

●要支援・要介護認定者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年４月１日現在） 

42 55 67

98 76 83

75 90 89

108 115 117

130 114
120

111 104
111

86 115
128

650 669
715

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成21

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

 

●要支援・要介護認定者割合の推移（高齢者人口に対する割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年　 年　度
平成22

度
平成23
年　度 （単位：人）

0.9 1.2 1.4

2.1 1.6 1.7

1.6 1.9 1.8

2.4 2.4 2.4

2.9 2.5 2.6

2.4
2.2

2.3

1.9 2.4
2.7

14.2 14.1
14.8

0.0

6.0

12.0

18.0

平成21
年　度

平成22
年　度

平成23
年　度

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

（単位：％）
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４ 日常生活圏域ニーズ調査 

 

本計画策定にあたり、要介護・要支援認定者200人（要介護認定者については要介

護２まで）及び認定を受けていないかたから1,000人に対して、日常生活圏域ニーズ

調査（国が示した調査項目）に基づいて、現在の健康状態や日常生活の状況等につい

てのアンケートを実施しました。 

以下、調査結果の抜粋となります。 

 

●回答者の性・年齢階層 

 

31.9

23.1

22.4

21.6

11.6

20.6

11.4

14.8

22.7

19.5

0.0

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性（n:370）

女性（n:472）

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 無回答 

 

 

 

 

 

性別では、「男性」が43.4％、「女性」が 55.4％で、女性が男性を上回っています。 

男女別年齢構成では、「65～69 歳」や「70～74 歳」で男性が女性を上回るなど、

女性に比べて、前期高齢者(65 歳から 74 歳)の割合が高くなっています。 

 

●町で実施しているサービスの認知度。 

 (n:852)

41.4

41.2

9.9

31.8

19.2

11.7

58.5

29.5

0 20 40 60 8

介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助事業

紙おむつ給付事業

外出支援サービス事業

介護保険ショートスティ利用料補助事業

緊急通報システム事業

排徊高齢者等探索システム事業

介護サービス低所得利用者利用料補助事業

無回答

%0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助事業」が 58.5％で最も認知度が高いサービス

となっています。
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●町で現在、実施しているサービスの他に必要なサービス。 

 
(n:852)

13.1

20.4

0.7

24.6

64.9

0 10 20 30 40 50 60 70

デマンド交通サービス

配食サービス

軽度生活援助サービス

その他

無回答

%
 

 

 

 

 

 
デマンド交通サービス･･･通院、買い物等の送迎等を援助するサービス 
配食サービス･･･食事を宅配するサービス 
軽度生活援助サービス･･･草むしり、ゴミすて等簡単な作業を行うサービス 

 
町が実施しているサービスのほかに必要と思うサービスでは、「デマンド交通サービス」が

24.6％、「配食サービス」が 20.4％、「軽度生活援助サービス」が 13.1％となっています。 

 
 

●居住地区別家族構成。 

 

7.5%

10.0%

7.8%

6.0%

4.8%

6.5%

59.1%

55.8%

64.7%

67.2%

76.9%

76.3%

29.8%

29.9%

21.6%

19.4%

15.4%

9.7%

1.6%

0.9%

6.5%
1.1%

1.0%

0.0%

0.0%

1.9%

7.5%

5.9%

3.5%

2.0%

0% 25% 50% 75% 100%

中山地区（n:252）

伊草地区（n:231）

三保谷地区（n:102）

出丸地区（n:67）

八ツ保地区（n:104）

小見野地区（n:93）

一人暮らし 家族などと同居（二世帯住居を含む）

配偶者と二人暮らし その他（施設入居など）

無回答
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※家族などと同居（二世帯住宅を含む）には配偶者と二人暮らしを含まない 

 
居住地区別に家族構成をみると、伊草地区で「一人暮らし」、「配偶者と二人暮らし」の割合

が他の地区より高くなっています。 
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●居住地区別介護・介助の必要性 

 

59.1

56.7

48.0

52.2

52.9

44.1

7.1

7.4

10.8

7.7

10.8

9.0

11.1

10.8

13.7

13.4

14.4

10.8 34.4

25.0

25.4

27.5

25.1

22.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中山地区（n:252）

伊草地区（n:231）

三保谷地区（n:102）

出丸地区（n:67）

八ツ保地区（n:104）

小見野地区（n:93）

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない
現在、何らかの介護を受けている

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活での介護・介助の必要性では、中山地区で「介護・介護は必要ない」の割合が高く

なっています。 

 

 

●経済的状況 

12.9 40.5 9.232.9 4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n：852）

苦しい やや苦しい ややゆとりがある ゆとりがある 無回答 

 

 

 

 

 

暮らしの経済状況では、苦しい（「苦しい」と「やや苦しい」の合計）と回答した割合が５

割以上を占めています。 
 

 

●健康状況の自覚 

7.4 7.410.0 57.9 17.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n：852）

とても健康 まあまあ健康 あまり健康でない 健康でない 無回答 

 

 

 

 

自分の健康状況について健康(「とても健康」と「まあまあ健康」の合計)と感じている人は

67.9％を占めています。 
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●現在治療中、または後遺症のある病気の有無 

 
(n:852)

6.0

4.9

4.2

3.8

3.5

3.1

2.0

1.2

1.1

0.4

16.3

8.6

8.7

5.6

12.0

8.7

6.5

38.7

11.3

17.0

0 10 20 30 4

高血圧

目の病気

筋骨格の病気

糖尿病

心臓病

胃腸・肝臓・胆のうの病気

脳卒中

高脂血症

耳の病気

腎臓・前立腺の病気

呼吸器の病気

外傷

認知症

がん

うつ病

血液・免疫の病気

パーキンソン病

その他

ない

無回答

%0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在治療中、または後遺症のある病気については、「高血圧」(38.7％)が最も多く、次いで

「目の病気」(17.0％)、「筋骨格の病気」(12.0％)の順となっています。 
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 第３章 介護保険事業の現状        

 

 

 

１ 給付実績及び現状 

 

（１） 要支援・要介護認定者数、居宅介護（介護予防）サービス受給者数

の計画と実績 
 

①要支援・要介護認定者数 

認定者数は、平成 21 年４月末時点の計画値 687 人に対して、実績値では 650 人と

37 人の減でした。 

一方、平成 21 年から平成 23 年にかけては、認定者数が 43 人増加すると見込んで

いましたが、実績では 65 人の増加となり、平成 23 年４月の認定者数実績は、計画値

を 15 人下回る結果となりました。 

また、認定区分ごとの認定者数の実績をみると、平成 23 年４月では、要介護５が

計画値を大きく上回り、逆に要介護３は計画値を大きく下回っています。 

これらのことから、第４期介護保険事業計画策定時の見込みと比較して、要介護度

１、２の軽度の方と要介護５の重度の方が増加していることが分かります。 

 

 

●要支援・要介護者の計画と実績 

 

687

711

730

650

669

715

620

660

700

740

平成21年 平成22年 平成23年

（人）

計画値

実績値
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●認定区分別の計画と実績                          （単位：人） 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値

要支援１ 58 42 60 55 56 6

要支援２ 87 98 89 76 90 8

要介護１ 72 75 73 90 72 8

要介護２ 92 108 97 115 102 117

要介護３ 137 130 159 114 172 120

要介護４ 111 111 117 104 121 111

要介護５ 94 86 93 115 98 128

総　　数 651 650 688 669 711 715

平成21年 平成22年 平成23年

7

3

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②居宅介護（介護予防）サービス受給者数 

介護サービスを利用している人(受給者)は、平成 21 年度(４月審査分)では 328 人

で、平成 23 年度(４月審査分)では 363 人と 10.7％増加しています。 

しかし、第４期計画策定時の計画値と比較すると、平成 21 年度では計画を上回る

受給者でしたが、平成 23 年度は計画を約５人下回る結果となりました。 

 

●居宅介護（介護予防）サービス受給者の計画と実績 

 

317

346

368

334

363

328

300

340

380

平成21年 平成22年 平成23年

（人）

計画値

実績値
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（２）給付件数等の計画と実績 

①介護給付（件数等） 

介護給付の利用件数等実績で最も伸び率の高かったのが、居宅療養管理指導で、前

年度比 68.1％の伸びとなっています。他にも伸び率が高い順（件数が 100 件以上）

に、訪問看護、訪問入浴介護、通所介護や短期入所生活介護などは 10％以上の伸び

を示しています。 

反対に最も利用回数が減少したものは訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、

介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護となっています。 

一方、平成 22 年度の実績が計画値を上回ったのが居宅療養管理指導となっていま

す。 

反対に、実績が計画値を下回ったのが短期入所療養介護となっています。 
 
●介護給付の利用件数の計画と実績                            （単位：件） 

計画
（Ａ）

実績
（Ｂ）

計画に対す
る実績

（Ｂ/Ａ）

計画
（Ｃ）

実績
（Ｄ）

計画に対す
る実績

（Ｄ/Ｃ）

訪問介護 821 911 111.0% 933 985 105.6% 113.6% 108.1%

訪問入浴介護 343 295 86.0% 389 364 93.6% 113.4% 123.4%

訪問看護 503 581 115.5% 559 724 129.5% 111.1% 124.6%

訪問リハビリテーション 56 70 125.0% 70 53 75.7% 125.0% 75.7%

居宅療養管理指導 407 445 109.3% 414 748 180.7% 101.7% 168.1%

通所介護 662 809 122.2% 734 928 126.4% 110.9% 114.7%

通所リハビリテーション 961 1,276 132.8% 1,072 1,291 120.4% 111.6% 101.2%

短期入所生活介護 390 451 115.6% 441 514 116.6% 113.1% 114.0%

短期入所療養介護 317 265 83.6% 382 201 52.6% 120.5% 75.8%

特定施設入居者生活介護 67 49 73.1% 67 75 111.9% 100.0% 153.1%

特定福祉用具貸与 1,229 1,608 130.8% 1,441 1,748 121.3% 117.2% 108.7%

特定福祉用具販売 52 39 75.0% 53 53 100.0% 101.9% 135.9%

40 34 85.0% 43 52 120.9% 107.5% 152.9%

2,378 2,967 124.8% 2,644 3,145 118.9% 111.2% 106.0%

夜間対応型訪問介護 0 0 － 0 0 － － －

認知症対応型通所介護 0 0 － 0 0 － － －

小規模多機能型居宅介護 0 0 － 0 0 － － －

認知症対応型共同生活介護 92 103 112.0% 104 99 95.2% 113.0% 96.1%

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 － 0 0 － － －
地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 － 0 0 － －

介護老人福祉施設 1,200 1,251 104.3% 1,212 1,321 109.0% 101.0% 105.6%

介護老人保健施設 834 612 73.4% 834 637 76.4% 100.0% 104.1%

介護療養型医療施設 383 302 78.9% 392 285 72.7% 102.3% 94.4%

医療療養病床からの転換分 0 0 － 0 0 － － －

居
　
　
　
宅

－

平成21年度 平成22年度

施
設

住宅改修

居宅介護支援

計画の伸び
（Ｃ/Ａ）

地
域
密
着
型

実績の伸び
（Ｄ/Ｂ）

 

※実績は介護保険事業状況報告書年報 
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②介護給付（給付費） 

介護給付の給付費実績で最も伸び率の高かったのが、居宅療養管理指導で、前年度

比 74.6％の伸びとなっています。他にも伸び率が高い順に、特定施設入居者生活介

護、住宅改修、訪問入浴介護、訪問看護などは 20％以上の伸びを示しています。 

反対に短期入所療養介護、訪問リハビリテーションは、15％以上給付費が減少して

います。 

一方、平成 22 年度の実績が計画値を最も上回ったのが居宅療養管理指導となって

います。 

反対に、実績が計画値を最も下回ったのが短期入所療養介護となっています。 
 

 

●介護給付の給付費の計画と実績                             （単位：千円） 

計画
（Ａ）

実績
（Ｂ）

計画に対す
る実績

（Ｂ/Ａ）

計画
（Ｃ）

実績
（Ｄ）

計画に対す
る実績

（Ｄ/Ｃ）

訪問介護 62,856 64,468 102.6% 70,793 63,017 89.0% 112.6% 97.7%

訪問入浴介護 16,017 14,045 87.7% 18,250 18,476 101.2% 113.9% 131.5%

訪問看護 20,145 23,899 118.6% 22,243 29,552 132.9% 110.4% 123.7%

訪問リハビリテーション 1,135 1,587 139.8% 1,333 1,293 97.0% 117.4% 81.5%

居宅療養管理指導 2,739 3,124 114.0% 2,785 5,456 195.9% 101.7% 174.6%

通所介護 41,557 51,469 123.9% 47,213 59,419 125.9% 113.6% 115.4%

通所リハビリテーション 67,695 87,003 128.5% 76,860 84,144 109.5% 113.5% 96.7%

短期入所生活介護 35,165 40,509 115.2% 39,159 43,385 110.8% 111.4% 107.1%

短期入所療養介護 19,981 19,627 98.2% 24,016 13,587 56.6% 120.2% 69.2%

特定施設入居者生活介護 11,793 9,377 79.5% 11,793 15,066 127.8% 100.0% 160.7%

特定福祉用具貸与 17,735 21,164 119.3% 20,294 23,514 115.9% 114.4% 111.1%

特定福祉用具販売 1,118 1,071 95.8% 1,145 1,034 90.3% 102.4% 96.5%

4,327 3,982 92.0% 4,597 5,351 116.4% 106.3% 134.4%

28,765 38,467 133.7% 32,257 45,468 141.0% 112.1% 118.2%

夜間対応型訪問介護 0 0 － 0 0 － － －

認知症対応型通所介護 0 0 － 0 0 － － －

小規模多機能型居宅介護 0 0 － 0 0 － － －

認知症対応型共同生活介護 21,145 23,296 110.2% 23,731 23,364 98.5% 112.2% 100.3%

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 － 0 0 － － －
地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 － 0 0 － －

介護老人福祉施設 283,397 302,709 106.8% 286,055 323,958 113.3% 100.9% 107.0%

介護老人保健施設 208,243 152,179 73.1% 208,243 158,121 75.9% 100.0% 103.9%

介護療養型医療施設 133,942 103,057 76.9% 133,942 102,368 76.4% 100.0% 99.3%

医療療養病床からの転換分 0 0 － 0 0 － － －

居
　
　
　
宅

住宅改修

居宅介護支援

地
域
密
着
型

施
設

計画の伸び
（Ｃ/Ａ）

実績の伸び
（Ｄ/Ｂ）

－

平成21年度 平成22年度

 

※実績は介護保険事業状況報告書年報 
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第３章 介護保険事業の現状 
 
 
 

②予防給付（件数等） 

予防給付の給付費実績で最も伸び率の高かったのが、利用回数が少ないものの介護

予防特定施設入居者生活介護で、前年度の約２倍となっています。他にも住宅改修、

介護予防居宅療養管理指導なども高い伸び率を示しています。 

反対に最も利用件数等が減少したものは介護予防短期入所療養介護で、前年度比

57.1％となっています。 

一方、計画値との差では、介護予防特定施設入居者生活介護や介護予防短期入所生

活介護が計画を大きく上回る実績値(平成 22 年度実績)となっています。 

反対に、介護予防短期入所療養介護、介護予防訪問介護や介護予防訪問看護などで

は大幅に計画値を下回っています。 

 

●予防給付の利用件数の計画と実績                            （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画
（Ａ）

実績
（Ｂ）

計画に対す
る実績

（Ｂ/Ａ）

計画
（Ｃ）

実績
（Ｄ）

計画に対す
る実績

（Ｄ/Ｃ）

介護予防訪問介護 597 308 51.6% 645 275 42.6% 108.0% 89.3%

介護予防訪問入浴介護 0 0 － 0 6 － － －

介護予防訪問看護 206 99 48.1% 214 98 45.8% 103.9% 99.0%

介護予防訪問リハビリテーション 0 11 － 0 0 － － －

介護予防居宅療養管理指導 69 62 89.9% 70 91 130.0% 101.4% 146.8%

介護予防通所介護 71 81 114.1% 67 77 114.9% 94.4% 95.1%

介護予防通所リハビリテーション 796 496 62.3% 855 444 51.9% 107.4% 89.5%

介護予防短期入所生活介護 8 22 275.0% 8 22 275.0% 100.0% 100.0%

介護予防短期入所療養介護 23 14 60.9% 22 8 36.4% 95.7% 57.1%

介護予防特定施設入居者生活介護 17 15 88.2% 11 32 290.9% 64.7% 213.3%

介護予防福祉用具貸与 178 130 73.0% 185 130 70.3% 103.9% 100.0%

特定介護予防福祉用具販売 7 11 157.1% 6 9 150.0% 85.7% 81.8%

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 － 0 0 － － －

介護予防小規模多機能型居宅介護 － － － － － － －

介護予防認知症対応型共同生活介護 － － － － － － －

12 11 91.7% 13 18 138.5% 108.3% 163.6%

1,432 972 67.9% 1,519 895 58.9% 106.1% 92.1%

介
護
予
防

地
域

－

－

着

計画の伸び
（Ｃ/Ａ）

密

型

平成21年度 平成22年度

実績の伸び
（Ｄ/Ｂ）

住宅改修

介護予防支援

※実績は介護保険事業状況報告書年報 
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第３章 介護保険事業の現状 
 

 

②予防給付（給付費） 

予防給付の給付実績で最も伸び率の高かったのが、介護予防特定施設入居者生活介

護で、前年度の約 2.5 倍となっています。他にも介護予防居宅療養管理指導、特定介

護予防福祉用具販売、住宅改修なども高い伸び率を示しています。 

反対に最も給付費が減少したものは介護予防通所リハビリテーションで、前年度比

79.4％となっています。 

一方、計画値との差では、介護予防特定施設入居者生活介護や介護予防短期入所生

活介護が計画を大きく上回る実績値(平成 22 年度実績)となっています。 

反対に、介護予防訪問介護、介護予防訪問看護や介護予防支援などでは 40％以上計

画値を下回っています。 

 

●予防給付の給付費の計画と実績                             （単位：千円） 

計画
（Ａ）

実績
（Ｂ）

計画に対す
る実績

（Ｂ/Ａ）

計画
（Ｃ）

実績
（Ｄ）

計画に対す
る実績

（Ｄ/Ｃ）

介護予防訪問介護 12,518 6,025 48.1% 13,574 5,566 41.0% 108.4% 92.4%

介護予防訪問入浴介護 0 0 － 0 154 － － －

介護予防訪問看護 4,720 2,150 45.5% 4,817 2,682 55.7% 102.0% 124.8%

介護予防訪問リハビリテーション 0 320 － 0 0 － － －

介護予防居宅療養管理指導 457 328 71.7% 467 580 124.4% 102.1% 177.2%

介護予防通所介護 2,382 2,880 120.9% 2,177 2,755 126.6% 91.4% 95.6%

介護予防通所リハビリテーション 33,004 21,434 64.9% 35,619 17,021 47.8% 107.9% 79.4%

介護予防短期入所生活介護 379 941 248.5% 379 992 261.8% 100.0% 105.4%

介護予防短期入所療養介護 491 435 88.5% 461 439 95.2% 93.8% 101.0%

介護予防特定施設入居者生活介護 711 1,595 224.5% 711 3,832 539.4% 100.0% 240.3%

介護予防福祉用具貸与 1,862 845 45.4% 1,938 693 35.8% 104.1% 82.1%

特定介護予防福祉用具販売 130 144 111.0% 115 224 194.7% 88.5% 155.2%

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 － 0 － － －

介護予防小規模多機能型居宅介護 － 0 － － 0 － － －

介護予防認知症対応型共同生活介護 － 0 － － 0 － － －

1,549 1,142 73.8% 1,613 1,701 105.4% 104.2% 148.9%

6,067 4,102 67.6% 6,436 3,810 59.2% 106.1% 92.9%

地
域

密
着
型

住宅改修

介護予防支援

平成21年度 平成22年度

計画の伸び
（Ｃ/Ａ）

実績の伸び
（Ｄ/Ｂ）

介
護
予
防
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第３章 介護保険事業の現状 
 
 
 

 

 

２ サービス資源（基盤）の現状 

本町の介護保険サービス、福祉サービス等を提供する施設等は以下の状況となって

います。 

 

●介護サービスの基盤整備状況 
 

  か所数

訪問介護（予防）事業所 ３ 

（介護予防）訪問看護事業所 １ 

通所介護（予防）事業所  ２ 

（介護予防）通所リハビリテーション １ 

（介護予防）短期入所生活介護 １ 

（介護予防）短期入所療養介護 ２ 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ２ 

介護老人保健施設（老人保健施設） １ 

介護療養型医療施設（療養病床等） １ 

地域包括支援センター １ 

居宅介護支援事業所 ４ 

資料：健康福祉課 平成 23 年 12 月１日現在 
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第４章 高齢者福祉計画 
 

 第４章 高齢者福祉計画           

 

 

 

１ 在宅福祉サービスの推進 

①外出支援サービス事業 

（道路運送法第７８条第２号登録事業）福祉有償運送 

現状と課題 

町内に住所を有するおおむね 65 歳以上の要支援・要介護高齢者のかたで一般

の交通機関を利用することが困難なものに対し、高齢者の心身の健康保持と在

宅生活の支援を図ることを目的として、自宅から町内の医療機関（特に必要と

認めた場合は、隣接市町に限り利用可能）及び福祉施設への送迎を実施してい

ます。 

単身高齢者、高齢者のみの世帯が増加していく中で、送迎を希望するかたは

増えてきているが、福祉有償運送に基づく事業は、利用者が限定されています。 

 

○ 外出支援サービス事業の実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用人数（人） １２０ １２５ １３０ 
計画 

利用時間（時間） ６００ ６２５ ６５０ 

利用人数（人） ８７ ９７ １０４ 
外出支援事業 

実績 
利用時間（時間） ４５３ ５７９ １７５ 

                        ※平成 23 年度は 12 月 1 日現在 

                          利用人数は各年度登録者数 

 
今後の方策

 

福祉有償運送での利用範囲の拡大を検討すると伴に、外出支援では対象と

ならない高齢者のための移動交通手段の充実を検討していきます。 
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第４章 高齢者福祉計画 
 

○ 外出支援サービス事業の見込み 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

利用人数（人） １１０ １１５ １２０ 
外出支援事業 

利用時間（時間） ６００ ６５０ ７００ 

 

②緊急通報システム事業 

 

 
現状と課題

町内に住所を有するおおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者（慢性疾患のあ

るかた）等に対し、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図る必要が

あるため、近隣住民や民生委員・児童委員等の協力を得て、緊急通報装置の設

置を行っています。 

今後も高齢者の増加から、利用者の増加が見込まれます。 

 

○ 緊急通報システム事業の実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

利用人数（人） ６０ ６５ ７０ 
計画 

通報回数（回） ５ ６ ７ 

利用人数（人） ４２ ４４ ４５ 

緊急通報シ

ステム 
実績 

通報回数（回） ５ ８ ５ 

                      ※平成23年度は10月報告まで 

                          利用人数は各年度登録者数 

 
今後の方策

 

今後も引き続き実施し、日常生活における不安の解消と、生活の安全確保に

努めます。 

 

○ 緊急通報システム事業の見込み 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

利用人数（人） ５５ ６０ ６５ 
緊急通報システム 

通報回数（回） １０ １０ １０ 
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第４章 高齢者福祉計画 
 

③紙おむつ給付事業 

 

 

現状と課題

町内に住所を有するおおむね65歳以上で寝たきり又は重度障害等により常時

排泄の介護を必要とするかたを対象に紙おむつを給付することにより、身体の

清潔保持及び経済的負担の軽減を図ります。 

寝たきり以外でも、常時紙おむつを使用するかたが増えているため、利用者

の増加が見込まれます。 

 

○ 紙おむつ給付事業の実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

計画 利用者数（人） ２１０ ２２０ ２３０ 紙おむつの

支給 実績 利用者数（人） ２３０ ２１７ ２３６ 

※平成 23 年度は 12 月 1 日現在 

                          利用人数は各年度登録者数 

 

 
今後の方策

＊今後も引き続き実施し、身体の清潔保持及び経済的負担の軽減に努めます。 

＊利用者の利便性及び効率性の向上、さらに安否確認の充実性を高めます。 

 

○ 紙おむつ給付事業の見込み 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

紙おむつの支給 利用者数（人） ２４０ ２５０ ２６０ 

 

④ねたきり老人等手当支給事業 

 

 

現状と課題

町内に住所を有する 65 歳以上の高齢者のかたで疾病等により常時臥床の状態

若しくはこれに準ずる状態にある者、又は重度の認知症であり、その状態が６

ヶ月以上継続している方に対して手当を支給することにより、これらの高齢者

の福祉の増進を図ります。 
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第４章 高齢者福祉計画 
 

 

○ ねたきり老人等手当支給の実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

ねたきり老人支給手当 対 象 者 人 数 １５   ７ ９ 

 

 

※平成 23 年度は 12 月 1 日現在 

 

 

＊今後も引き続き実施し、高齢者の福祉の向上に努めます。 

＊サービスの周知を図り、利用者の増加に努めます。 

 

○ ねたきり老人等手当支給の見込み 

今後の方策

 

 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

ねたきり老人支給手当 対 象 者 人 数 １０ １５ ２０ 

 

⑤介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助事業 

 

 

介護保険で訪問入浴サービスを利用しているかたに対し、自己負担金の一部を

補助することにより、介護サービスの利用の充実を図ります。 

 

○ 介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助の実績 

現状と課題

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

訪問入浴サービス 

自己負担金補助 
延べ利用者数 １８０ ２１９ １９５ 

※平成 23 年度は 12 月１日現在 

 

 

 

今後の方策

＊今後も引き続き実施し、高齢者の健康増進と福祉の向上に努めます。 

＊より一層サービスの周知を図り、利用者の増加に努めます。 
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第４章 高齢者福祉計画 
 

 

○ 介護保険訪問入浴サービス自己負担金補助の見込み 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

 

 

訪問入浴サービス 

自己負担金補助 
延べ利用者数  ２４０ ３００ ３６０ 

 

⑥介護保険ショートスティ利用料補助事業 

 

 

介護保険でショートスティを利用している者に対し、自己負担金の一部を補助

することにより、在宅介護の支援を図ります。 

 

○ 介護保険ショートスティ利用料補助の実績 

 

現状と課題

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

ショートスティ利用料

補助 
延べ利用者数 ２７７ ２８９ １７３  

 

※平成 23 年度は 12 月 1 日現在 

 

 

＊今後も引き続き実施し、在宅介護の支援に努めます。 

＊サービスの周知を図り、利用者の増加に努めます。 

 

○ 介護保険ショートスティ利用料補助の見込み 

今後の方策

 

 

 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

ショートスティ利用

料補助 
延 べ 利 用 者 数  ３２０ ３４０ ３６０ 
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第４章 高齢者福祉計画 
 

⑦介護サービス低所得利用者利用料補助事業 

 

 

現状と課題

低所得世帯の認定者が、介護保険で居宅介護サービス及び居宅介護予防サービ

スを利用した時の自己負担金の一部を補助することにより、介護サービスの利

用の充実を図ります。 

平成２２年度より介護保険法による高額医療合算介護サービス費の支給が開

始され、高額介護サービス費の支給の上乗せを図っている。このため、他の市

町村では利用料の補助について廃止をする動きもある。 

 

○ 介護サービス低所得利用者利用料補助の実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

介護サービス低所得利

用者利用料補助 
延べ利用者数 ３７５ ４６８ ２９６ 

 

 

 

※平成 23 年度は 12 月 1 日現在 

 

５期計画中に今後継続して実施するかの検討をいたします。 

 

○ 介護サービス低所得利用者利用料補助の見込み 

 

 

 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

介護サービス低所得利

用者利用料補助 
延べ利用者数  ５２０ ５５０ ５８０ 

⑧その他の在宅福祉サービス 

その他在宅での生活を支えるため、地域福祉基金を活用した、在宅保健福祉

促進事業（日常生活用具貸与事業）、成年後見制度利用支援事業など、今後も

実施し在宅介護の支援に努めます。 

また、認知症高齢者対策として、周知、見守り、予防、相談、家族への支援

を含めた、介護保険の地域支援事業の推進などにも努めます。 
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 ２ 生きがいづくりと地域活動の推進 

①敬老マッサージサービス 

 

 

現状と課題

町内に住所を有する 70 歳以上の高齢者のかたの健康増進を目的に、医療以外

の目的でマッサ－ジや針灸の施術を受けた場合は、年間２回に限り１部を助成

し、受診の拡大を図っています。 

 

○ 敬老マッサージサービスの実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

計画 １４０ １５０ １６０ 敬老マッサージ

サービス 実績 

利用人数

（ 人 ） ９５ ３４ ０ 

 

 

 

※平成 23 年度は 12 月 1 日現在 

 

 

より一層サービスの周知を図り、利用者の増加に努めるとともに、今後の実

施について第５期中に検討し、継続する場合は、より利用しやすいサービスの

方法について検討します。 

 

○ 敬老マッサージサービスの見込み 

今後の方策

 

 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

敬老マッサージサービス 利用人数（人） １００ １１０ １２０ 

 

②交流団体への支援 

老後の生活を健全で豊かなものとするために、地域で生活する高齢者の会員

組織により、学習・レクリエーション・地域社会との交流等、仲間づくりを図

りながら各種の活動を自主的に行うことは大事なことです。 

自主的に集まり活動している老人クラブのより一層の活動充実を図るととも

に、従来から実施している文化活動、また地域活動事業、スポーツ・レクリエ

ーション活動、健康増進活動等の事業の推進に対し、町は積極的な支援を図っ

ていきます。 
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③就労の場の提供 

高齢者の就業機会の確保を図り、生きがいを持って社会参加できるよう地域

に密着した臨時的・短期的な就業の場を確保提供するシルバー人材センター機

能強化を支援します。また、他の高齢者就業機関等の周知に努めます。 

 

■シルバー人材センターへの補助支援 

高齢者の「社会参加、生きがい、健康増進」を目的に平成 23 年 11 月末

現在 238 人のかたが会員として働いています。事業規模も着実に伸びており

今後もさらに規模の拡大が見込まれる状況にあり、より一層高齢者の生きが

いを推進するために、シルバー人材センターを支援していきます。 

 

 ④生涯学習の推進 

高齢者を取り巻く生活環境が変化するなかで、高齢者自身の意識に変化が見

られるようになってきました。他方、人々のボランティアに対する意識の高ま

りがみられ、地域ボランティア団体や地域ＮＰＯが育ちつつあります。 

これらの状況をふまえ、高齢者の多様な社会参加意識や学習要求に応え、地

域ボランティア団体等との連携を図りながら、高齢者の社会参加活動を支援し、

学習機会の提供を図ります。 

 

 ⑤その他の生きがいづくり・地域活動の推進 

高齢者の生きがいづくり・地域活動を支援するため、地域福祉基金を活用し

た、健康づくり促進事業（健康福祉まつりの開催）、敬老会、米寿の祝いへの

支援、高齢者の健康づくりや見守り活動を実施するため、介護保険の地域支援

事業の推進などに努めます。 
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 ３ 生活基盤、地域基盤の推進 

（１） 老人福祉施設 

①養護老人ホーム 

 

 
現状と課題

養護老人ホームは、おおむね 65 歳以上の高齢者で身体上、精神上あるいは

環境上及び経済的な理由により、自宅での生活が困難な人が入所できる施設で

す。 

現在、町内に施設はありません。 

 

○ 養護老人ホームの実績 

 

   

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

計画 ２ ２ ２ 養護老人

ホーム 実績 
利用人数（人） 

１ １ １ 
 

※平成 23 年度は 12 月 1 日現在 

 

 

 

現状を維持しつつ、入所希望者の状況に応じ、近隣の養護老人ホームとの連

携・委託を図りながら広域での施設利用を調整していきます。 

川島町で建設の予定はありません。 

 

○ 養護老人ホームの見込み 

 

今後の方策

   

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

養護老人ホーム 利用人数（人） １ １ １ 
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②老人福祉センター 

 現状と課題

 

老人福祉センターは、地域の高齢者に対し、各種の相談に応じるとともに健

康の増進・教養の向上及びレクリエーションのための各種サービスを提供する

ための施設です。 

現在、町内に１施設整備されています。 

 

○ 老人福祉センターの実績 

 

   

区 分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計画 １ １ １ 老 人 福 祉

センター 実績 
か所数（か所）

１ １ １ 
 

 

 

広報活動等、有効利用への支援を図っていきます。 

第５期計画中に老人福祉センターの改修工事について検討していきます。 

 

○ 老人福祉センターの見込み 

今後の方策

区 分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

老人福祉センター か所数（か所）   １   １   １ 
 

 

③老人ディ・サービスセンター 

 

老人ディ・サービスセンターは、通所介護施設で、食事、入浴などの日常生

活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行う施設です。 

現在、町内に１施設整備されています。 

 

○ ディ・サービスセンターの実績 

 

現状と課題

   

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

ディ・サービスセンター か所数（か所）  １   １   １ 
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今後の方策

 

介護保険制度との連携をはかり、有効利用への支援を図っていきます。 

 

○ ディ・サービスセンターの見込み 

 

   

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

ディ・サービスセンター か所数（か所） １ １ １ 

 

④その他老人福祉法に基づく施設について 

経費老人ホーム（ケアホームを含む）、老人短期入所施設は、設置しており

ません。また、これらの施設については、第５期計画中における設置は見込みま

せん。 

在宅介護支援センターについては、地域包括支援センターとして活動してお

ります。 
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（２） 地域福祉活動、福祉ボランティア活動の育成と支援 

①ふれあい活動推進事業 

安否確認が必要なひとり暮らしの高齢者に対して、民生委員、老人クラブ、

近隣住民等が参加するふれあい活動推進チームを活用し、ひとり暮らしの高

齢者が自宅で安心して生活できるように支援体制を整備します。また、ひと

り暮らしの孤独感を解消するために同世代及び多世代間の交流事業を推進し

ます。 

 

②社会参加とボランティア活動 

老人クラブ、女性団体、青年団体、子ども会等が一体となった地域おこし

や環境美化活動等を促進し、多世代の一体感を深めます。 

地域において子どもたちと高齢者がふれあうことにより、地域文化の伝承

や知識・経験の継承、相互理解の促進を図ります。 

高齢者が高齢者に対する生活支援のボランティア活動等、地域ふれあい活

動を促進します。 

 

③赤十字奉仕団への活動支援 

町内のボランティア団体として最も大きな組織であり、デイサービス等の

活動支援を中心に、積極的な活動を実施しています。今後も地域住民の期待

も大きいことから、さらにその充実のため支援していきます。 

 

④企業ボランティアの促進 

企業において、ボランティア活動のため年間５日から１週間程度、有給休

暇を認めるボランティア休暇制度やボランティア活動に参加する社員に活動

終了後の復職を保証するボランティア休職制度等が採用されてきています。

このように企業が各種福祉活動に参加しやすい環境づくりに向けた啓発活動

を推進していきます。 
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⑤中学高校生ボランティアの促進 

中学生や高校生が積極的にボランティア活動に参加できる環境づくりを行

い、社会福祉協議会と調整をとりながら、福祉教育の一環としてボランティ

ア活動体験等の促進を図っていきます。 

 

（３） 人にやさしいまちづくり 

①居住環境の整備 

地域の中で安心してこころ豊かに高齢期を過ごせるように、自立的な生活の

支援を住居の側面から行うという視点で、住居の整備を促進しています。また、

住み慣れた持家の住宅に住みつづけられるようにするバリアフリーリフォーム

に対しては、介護保険の住宅改修制度、川島町住宅リフォーム補助金交付制度

が活用できます。 

高齢者をはじめとして誰もが安心して住み続けられるよう、住宅、福祉、ま

ちづくり分野での連携を強めていきます。 

 

②防犯・防災対策 

災害時要援護者となりうる高齢者や障がいのあるかたが安心して暮らせる社

会を実現するため、関係団体、住民等の連携による支援体制を確立するととも

に、高齢者や障がいのあるかたの状況、特性等に応じた防災対策が講じられる

よう、支援体制を整備します。 

 

◎援護を必要とする人の把握 

対象者を所管する所属の継続的な連携、協力により、把握の確実性を高めると

とともに、その内容を更新していきます。要援護者本人または介護者の同意の上、

個人情報の取扱いに留意しつつ、民生委員・児童委員及び地域防災組織の協力を

得て、その活用を図ります。また、援護を必要とする本人の活動能力や緊急時に

必要なもの等の情報を整理していきます。 

 

◎地域ぐるみの支援 

地域ぐるみで高齢者や障がいのあるかたの安全確保を図るため、防災組織を中

心として、情報伝達、避難誘導、救助等の体制づくり推進します。 
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◎高齢者に配慮した防犯・防災知識の普及・啓発 

高齢者を犯罪や災害から守るための知識の普及、啓発を行うとともに、避難経

路や避難場所の確認、地域や社会福祉施設等における適切な防災訓練、防災教育

を実施していきます。 

 

◎災害時等を想定した支援体制の構築 

災害時等において、高齢であることや障がいがあることから考えられる困難な

状況や特別なニーズを想定し、こうした状況に対応できる支援体制の構築を検討

しています。 

 

③生活環境の整備 

新設公共施設には、バリアフリーに配慮された建築がなされており、既存

施設についても、改修工事に合わせたバリアフリー化が行われております。 

今後は、これまで以上に道路や公共施設等ハード面での整備だけでなく、

社会参加、情報、教育、文化、コミュニケーション、人々の意識等あらゆる

分野で、バリアフリー化を進め、また一歩進んだ、ユニバーサルデザインに

配慮したまちづくりを推進します。 
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 第５章 介護保険事業計画          

 

 

 

１ 人口の推計 

（１） 総人口の推計 

平成19年４月から平成23年４月の住民基本台帳を基にコーホート変化率法で算

出した平成 24 年以降の総人口は、減少傾向で推移し、平成 30 年４月の総人口は

20,824 人と予測されます。 

推計人口の年齢三区分別人口割合をみると、年少人口割合、生産年齢人口割合は

減少傾向にあり、老年人口割合は増加傾向にあります。 

 

●高齢者人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 （単位：人）

2,516 2,413 2,305 2,208 2,127 2,048 1,945

14,495 14,092 13,675 13,279 12,867 12,528 12,213

5,057 5,372 5,701 5,992 6,270 6,472 6,666

21,048 20,824
22,068 21,877 21,681 21,479 21,264

0

7,000

14,000

21,000

28,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

高齢者人口（65歳以上）

生産年齢人口(15～64歳）

年少人口（０～14歳）

※平成 19 年から平成 23 年の住民基本台帳を基にコーホート変化率法で算出 

 

●年齢三区分別人口割合の推計 

 

 

 

 

 

(単位：％）

11.4 11.0 10.6 10.3 10.0 9.7 9.3

65.6 64.4 63.1 61.8 60.5 59.5 58.6

22.9 24.6 26.3 27.9 29.5 30.7 32.0
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平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

高齢者人口（65歳以上）割合

生産年齢人口(15～64歳）割合

年少人口（０～14歳）割合 
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（２） 高齢者人口の推計 

平成 19 年から平成 23 年の住民基本台帳を基にして算出した平成 24 年以降の高

齢者人口は、緩やかな増加傾向で推移し、平成 30 年の高齢者人口は 6,666 人と予

測されます。 

また、高齢化率も上昇し続け、平成 29 年に 30％を超え、平成 30 年には 32.0％

になると予測されています。 

さらに、推計高齢者人口の前期高齢者と後期高齢者の比率をみると、前期高齢

者が緩やかな増加傾向で推移しています。 

 

●高齢者人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

2,729 2,974 3,258 3,492 3,697 3,835 3,944

2,328 2,398 2,443 2,500 2,573 2,637 2,722
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5,3725,057

30.7 32.0
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（単位：％）
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前期高齢者（74歳以下） 後期高齢者（75歳以上） 高齢化率

 

●前期高齢者と後期高齢者の比率 
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２ 要介護認定者数の推計 

（１） 要介護認定者数の推計 

推計人口を基に、認定者の出現率の傾向から推計した平成 24 年以降の認定者推

計では、平成 22 年、23 年の伸び率から、24 年以降も認定者数の増加も推計されて

おり、この結果、平成 26 年には認定者数が 897 人と推計されています。 

 

●要介護認定者数の推計 

 

55 67 67 67 62

76 83 92 101 107

90 89 97 104 109
115 117
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170 195114
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要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

実績値　←　　→　推計値

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※要介護等認定者数は第5期介護給付等対象サービスの見込み量及び保険料の推計手順（ワ

ークシート）による推計値。 
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３ 介護保険サービスの提供状況と今後の見込み 

（１）居宅介護サービス及び居宅介護予防サービス 

①居宅介護支援 

＜現状と課題＞ 

要介護等の認定を受けたかたが、より自分に合ったサービスを利用できるよう、

ケアマネジャーがケアプランを作成し、事業者との連携を行うことです。 

要支援１及び要支援２と判定されたかたの介護予防サービスに関しては、地域包

括支援センターにおいて看護師等が介護予防サービス計画を作成します。 

要介護者等の増加に伴い、介護保険サービスの利用者も増加し、ケアプランの作

成数も増加しています。 

要介護者等の心身の状況や環境を把握し本人や家族の意向が組み入れられ、その

人にとって適切なケアプランでなければならないことから、質の向上の観点からも、

ケアプランを評価し、ケアマネジャーの資質の向上を図る必要があります。 

 

●居宅介護支援利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ２，３７８ ２，６４４ ２，８８８ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

２，９６７ ３，１４５ ３，２２６ 

※平成 23 年度見込み 

●介護予防支援利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 １，４３２ １，５１９ １，５２８ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

９７２ ８９５ ８６８ 

※平成 23 年度見込み 

＜今後の方策＞ 

＊地域支援事業の任意事業である「介護給付費等適正化事業」で、ケアプランの点

検を実施しています。今後も計画的に実施し、自立支援に資するケアプランの作

成を目指すとともに、ケアマネジャーの資質向上を図ります。 

＊保険者とケアマネジャーによる会議等を活用し相互の連携の強化を図りながら、
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サービスの質の向上のための支援を行います。 

 

●居宅介護支援利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ３，４１５ ３，５６４ ３，７１３ 

●介護予防支援利用見込み（要支援１・２） 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） １，０４５ １，１１８ １，１９１ 

 

②訪問介護 

＜現状と課題＞ 

訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介

助や調理・掃除・洗濯等の生活援助を行うサービスです。 

サービス利用量は増加を続けており、今後も増加が見込まれます。これは世帯構

成の変化から、高齢者のみの世帯が増加し、家庭内での介護力が不足している状況

を現しているものと考えられます。 

一方、サービス提供事業者も充実してきており、供給量は十分整っていますが、

介護サービス提供に従事するホームヘルパーが増加することにより、サービス提供

の質に差が生じることも想定されます。そのようなことを未然に防止するため、サ

ービス提供業者との情報交換や、運営指導により、必要な措置が講じられる体制づ

くりが必要です。 

また、予防給付（介護予防サービス）は、要介護状態にならないように本人の意

欲を引き出し自立支援に資するサービスを提供しています。 

 

●訪問介護利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ８２１ ９３３ １，０２９ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

９１１ ９８５ ９６６ 

※平成 23 年度見込み 
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●介護予防訪問介護利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ５９７ ６４５ ６５６ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

３０７ ２７５ ２８４ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊町内及び近隣事業所との情報交換や運営指導により、より質の高いサービスの確

保に努めます。 

＊訪問介護は介護保険サービスの中心的サービスであり今後も利用者が増加する傾

向であることから、供給基盤の整備促進に努めます。 

＊介護給付と予防給付の違いを要介護者に理解をしていただき適正なサービス提供

を行うように指導していきます。 

 

●訪問介護利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用人数（人） １，００６ １，１３７ １，２６７ 

 

●介護予防訪問介護利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用人数（人） ２９９ ３２１ ３４４ 
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③訪問入浴介護 

＜現状と課題＞ 

要介護者等の自宅を入浴車等で訪問し、入浴介護を提供するサービスです。 

介護度の重い要介護者の在宅生活において、清潔の保持に大きな役割を果たして

います。 

サービスの性質上、要介護者の増加がこのサービスの利用増とはならないので、

ケアマネジャーを通じ介護度の重い対象者でこのサービスが必要な潜在需要の掘

り起こしが必要となります。 

 

●訪問入浴介護利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ３４３ ３８９ ４３８ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

２９２ ３６４ ３８４ 

※平成 23 年度見込み 

●介護予防訪問入浴介護利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ０ ０ ０ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

０ ６ ０ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊サービス量は十分確保できていることから、より質の高いサービスの確保に努め

ます。 

＊潜在的利用希望者の掘り起こしのため、広報活動を行います。 

 - 43 -



第５章 介護保険事業計画 
 

 

●訪問入浴介護利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用人数（人） ４７４ ５５２ ６３０ 

 

●介護予防訪問入浴介護利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

利用人数（人） ０ ０ ０ 

 

④訪問看護 

＜現状と課題＞ 

訪問看護ステーションや病院の看護師等が、要介護者等の居宅を訪問するサービ

スです。 

在宅介護をすすめるにあたり、介護保険の利用者は増加が見込まれます。 

また、このサービスを利用するためには医師の指示が必要なため、より一層医療

と介護の機能分担と連携強化が必要になります。 

 

●訪問看護利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ５０３ ５５９ ６１７ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

５６６ ７２４ ７３８ 

※平成 23 年度見込み 

 

●介護予防訪問看護利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ２０６ ２１４ ２０４ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

９９ ９８ ９６ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊サービス量は十分確保できていることから、町内及び近隣の医療機関や訪問看

護事業所に働きかけ、より質の高いサービスの確保に努めます。 
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＊地域の主治医とケアマネジャーが連携してサービス提供が行われるよう支援

体制の確立に努めます。 

 

●訪問看護利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ７９７ ９１０ １，０２２ 

 

●介護予防訪問看護利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ９６ ９６ ９８ 

 
 

⑤訪問リハビリテーション 

＜現状と課題＞ 

理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問し、必要なリハビリテーションを行うサ

ービスです。 

サービスの担い手である理学療法士や作業療法士等が、それぞれ病院等に所属し

ているため、在宅介護サービスとして提供できる状況にないことから、今後は、医

療機関や関係団体の協力を得ながら、人材の確保に努める必要があります。 

 

●訪問リハビリテーション利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ５６ ７０ ８０ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

６７ ５３ ２０ 

※平成 23 年度見込み 

 

●介護予防訪問リハビリテーション利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ０ ０ ０ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

１４ ０ ０ 

※平成 23 年度見込み 
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＜今後の方策＞ 

＊利用希望者にサービス提供ができるよう、町内へのサービス事業者の参入促進を

図ります。 

＊医療機関や関係団体の協力を得ながら、理学療法士や作業療法士等の人材確保に

努めます。 

 

●訪問リハビリテーション利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ５４ ６８ ９６ 

 

●介護予防訪問リハビリテーション利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ０ ０ ０ 
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⑥居宅療養管理指導 

＜現状と課題＞ 

病院又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が、居宅を訪問して薬の

飲み方や療養上の指導を行うサービスです。 

要介護者等の心身の状況や置かれている環境等を把握し、療養上の管理指導を行

うことにより、療養生活の質の向上を図っています。 

このサービスは、訪問看護、訪問介護、医師の往診等との兼ね合いがあるので、

これらの関係機関と調整を図りつつ、医療・保健・福祉・介護の総合的な見地から

サービスを提供する体制が求められています。 

 

●居宅療養管理指導利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ４０７ ４１４ ４１８ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

４５５ ７４８ ６８６ 

※平成 23 年度見込み 

●介護予防居宅療養管理指導利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ６９ ７０ ７１ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

５９ ９１ １００ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊療養管理に効果的な事業であり、在宅における医療の拡充、医学的管理という観

点からも、居宅療養管理指導の利用を推進します。 

 

●居宅療養管理指導利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ３９７ ５０６ ６１６ 

●介護予防居宅療養管理指導利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ６２ ７５ ８９ 
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⑦通所介護 

＜現状と課題＞ 

日帰り介護施設（デイサービスセンター等）に通い、入浴や食事、健康管理、レ

クリエーション等を行うサービスです。 

毎年、利用人数、利用回数ともに増加している状況にあります。 

ケアプランにデイサービスが定期的に利用されるように位置付けられているほか、

要介護者の閉じこもり予防に効果があることや、介護者が一時的にでも介護から開

放されることから利用が伸びていると考えられます。 

運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の「選択的サービス」等の選択が

可能なため、サービスの提供体制の確保・質的向上が求められます。 

 

●通所介護利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ６６２ ７３４ ７９８ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

８３４ ９２８ １，０５６ 

※平成 23 年度見込み 

 

●介護予防通所介護利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ７１ ６７ ６２ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

８０ ７７ １０５ 

※平成 23 年度見込み 

＜今後の方策＞ 

＊要介護度が悪化しないように今後もサービス利用は増えることが見込まれるた

め、提供量の確保に努めます。 

＊サービスの提供については、要介護者及び介護者の状況により適確に行われるも

のであり、機械的にケアプランに組み込まれることのないよう、ケアマネジャー

への指導を行っていきます。 
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●通所介護利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） １，１３２ １，２５７ １，３８１ 

 

●介護予防通所介護利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ７４ ８７ ８２ 

 
 

⑧通所リハビリテーション 

＜現状と課題＞ 

介護老人保健施設や病院（指定を受けた機関）等に通い、心身機能の回復を図り、

自立を助けるためのリハビリテーション等を行うサービスです。 

通所介護と同様に、要介護者の閉じこもり予防に効果があることや介護者が一時

的にでも介護から開放されるため、通所リハビリテーションも利用は増加傾向にあ

ります。 

今後は、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の「選択的サービス」の

導入を図ることにより利用者の増加が見込まれることから、利用希望者に質・量と

もに十分なサービス提供ができるような体制が求められます。 

 

●通所リハビリテーション利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ９６１ １，０７２ １，１６７ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

１，２７７ １，２９１ １，３０８ 

※平成 23 年度見込み 

●介護予防通所リハビリテーション利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ７９６ ８５５ ８７１ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

５０２ ４４４ ３８０ 

※平成 23 年度見込み 
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＜今後の方策＞ 

＊要介護度が悪化しないように今後もサービス利用は増えることが見込まれるた

め、提供量の確保に努めます。 

 

●通所リハビリテーション利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） １，３４１ １，４９４ １，６４７ 

 

●介護予防通所リハビリテーション利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ５０４ ５７６ ６１７ 

 
 

⑨短期入所生活介護（ショートステイ） 

＜現状と課題＞ 

特別養護老人ホーム等に短期間入所して、そこで入浴・排せつ・食事等の介護を

受け、日常生活上の世話を行うサービスです。 

利用状況をみると、定期的に何度も利用する人と施設の入所待ちをしている段階

で、仮入所的に利用している人がいます。このサービスは在宅での生活を続けてい

くための介護サービスであり、今後は適正な運用が図られるように、指導していく

必要があります。 

また、緊急ニーズに対応するための事業者間のネットワーク体制の情報交換が不

可欠です。 

 

●短期入所生活介護利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ３９０ ４４１ ４８３ 

実 績 
延べ利用件数（人） 

４４５ ５１４ ５３２ 

※平成 23 年度見込み 
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●介護予防短期入所生活介護利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ８ ８ ８ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

２１ ２２ １０ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊利用者の増加に対応できるように、ベッド数を確保し、利用者が満足できるサー

ビス供給体制の整備に努めます。 

＊要介護者等の在宅介護を推進する観点から、利用が適正に行われるよう指導して

いきます。 

 

●短期入所生活介護利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ５６７ ６４２ ７１７ 

 

●介護予防短期入所生活介護利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） １５ １８ ２１ 

 

⑩短期入所療養介護（ショートステイ） 

＜現状と課題＞ 

介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所して、そこで介護を受け

ながら必要な医療や日常生活上の世話を行うサービスです。 

短期入所生活介護と同様に、定期的に何度も利用する人と施設の入所待ちをして

いる段階で、仮入所的に利用している人がいます。また、短期入所療養介護は、短

期入所生活介護と違い、定員が長期入所と区分されていないため、長期入所者にベ

ッドが向けられ、短期入所用に常に一定数のベッドが確保されない状況にあります。 

このサービスは在宅での生活を続けていくための介護サービスであり、今後は適

正な運用が図られるように、指導していく必要があります。 
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●短期入所療養介護利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ３１７ ３８２ ４３２ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

２８７ ２０２ １８６ 

※平成 23 年度見込み 

 

●介護予防短期入所療養介護利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ２３ ２２ ２１ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

１７ １８ １０ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊利用者の増加に対応できるように、ベッド数を確保し、利用者が満足できるサー

ビス供給体制の整備に努めます。 

＊要介護者等の在宅介護を推進する観点から、利用が適正に行われるよう指導して

いきます 

 

●短期入所療養介護利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ２２１ ２５１ ２８０ 

 

●介護予防短期入所療養介護利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

延べ利用者数（人） ０ ０ ０ 
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⑪福祉用具貸与 

＜現状と課題＞ 

福祉用具は、利用者の身体の障害における動作を支えたり、行為を容易にするた

めのものであることから、利用者に対する必要性が適確に考慮されたうえで供給さ

れているかが重要です。提供されている福祉用具が要介護者の身体状況に適したも

のであるかどうか調査し、ケアマネジャーに対する指導と援助を行う必要がありま

す。特に、軽度者に対する貸与は、自立支援に十分な効果を上げる観点から、使用

が想定しにくい品目については、十分な精査を行う必要があります。 

また、今後も利用希望者が増加すると考えられますので、希望に対応できるよう

な体制の確立が必要となります。 

 

●福祉用具貸与利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 １，２２９ １，４１１ １，５６７ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

１，６１５ １，７４８ １，７８６ 

※平成 23 年度見込み 

●介護予防福祉用具貸与利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 １７８ １８５ １８４ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

１３５ １３０ １２０ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊利用者の必要性を適確に考慮したうえで福祉用具の供給が行われるようケア

マネジャーに対する指導と援助を行います。 

＊利用者の状況に合わせて、より質の高いサービスの確保に努めます。 

 

●福祉用具貸与利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） １，８８３ ２，１５８ ２，４３３ 
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●介護予防福祉用具貸与利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） １４１ １６３ １８４ 

 

⑫特定福祉用具購入 

＜現状と課題＞ 

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具を購入する費用を

支給しています。サービスの利用状況は福祉用具の貸与と同様であり、給付は増

加しています。今後とも、サービス内容の周知を図り利用者の掘り起こしが必要

となります。 

 

●特定福祉用具購入利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ５２ ５３ ５３ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

４５ ５３ ４０ 

※平成 23 年度見込み 

●特定介護予防福祉用具購入利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ７ ６ ５ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

１１ ９ １９ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊利用者の必要性を適確に考慮したうえで福祉用具の供給が行われるようケアマ

ネジャーに対する指導と援助を行います。 

＊広報に力を入れ、サービスの周知を図ります。また、利用者の状況に合わせて、

より質の高いサービスの確保に努めます。 

 

●特定福祉用具購入利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ７８ ９０ １０２ 
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●特定介護予防福祉用具購入利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） １１ １２ １３ 

 

⑬住宅改修 

＜現状と課題＞ 

住宅改修も徐々に利用者が増加しています。 

要介護者の身体状況に適した改修であったか、施工後利用されているか、また、

介護者の意見の聴取が行われたか等について把握するとともに、介護者から見た住

宅改修への評価を把握し、必要に応じてケアマネジャーに対し指導等を行う必要が

あります。 

今後とも、サービス内容の周知を図り、利用者の掘り起こしが必要となります。 

 

●住宅改修利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ４０ ４３ ４４ 

実 績 
利用人数（人） 

３７ ５２ ４０ 

※平成 23 年度見込み 

●介護予防住宅改修利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 １２ １３ １３ 

実 績 
利用人数（人） 

１２ １８ ２１ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊適正な改修が行われているか把握し、ケアマネジャーに対して研修等をとおして

指導を行います。 

＊広報に力を入れ、サービスの周知を図ります。また、利用者の状況に合わせて、

より質の高いサービスの確保に努めます。 

 

●住宅改修利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ８２ ９５ １０９ 
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●介護予防住宅改修利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ２４ ３０ ３６ 

 

⑭特定施設入居者生活介護 

＜現状と課題＞ 

特定施設（有料老人ホーム・ケアハウス）に入居している要介護者等に対して、

入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を行うサービスです。 

今後、有料老人ホーム・軽費老人ホームが特定施設入所者生活介護事業所の

指定を受ける場合を考慮し、当該介護サービスの利用者数を把握していく必

要があります。 

 

●特定施設入居者生活介護利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ６７ ６７ ６７ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

５０ ７５ ７８ 

※平成 23 年度見込み 

●介護予防特定施設入居者生活介護利用実績（要支援１・２） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ７ ６ ５ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

１２ ３２ ５４ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊今後の利用者の状況を踏まえ検討していきます。 

 

●特定施設入居者生活介護利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ７９ ８８ ９６ 

●介護予防特定施設入居者生活介護利用見込み（要支援１・２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ４１ ４５ ４８ 
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（１）地域密着型サービス 

 

《地域密着型サービスとは》 

「地域密着型サービス」は、認知症高齢者や独居高齢者の増加等を踏まえ

て、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継

続できるように、原則として日常生活圏域内でサービス利用及び提供が行わ

れることとし、市町村が事業所の指定及び指導・監督します。 

 

 

 

①２４時間定期巡回・随時対応サービス 

＜サービスの概要＞ 

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、

訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問

と随時対応を実施するサービスです。 

 

＜今後の方策＞ 

＊本町においては、整備予定はありません。 

 

②夜間対応型訪問介護 

＜サービスの概要＞ 

夜間を含め 24 時間安心して生活できるように、夜間の定期巡回訪問、通報による

訪問介護サービスです。 

 

＜今後の方策＞ 

＊人口規模が 20万人から 30万人規模の市町村を想定したサービスであることから、

本町において、整備予定はありません。 
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③認知症対応型通所介護 

＜サービスの概要＞ 

認知症ではあるが、日常生活動作において自立している要介護等認定者にデイサ

ービスセンター等に通い、入浴や食事の提供とこれに伴う介護・生活等に関する相

談・助言、健康状態の確認と機能訓練を受けるサービスです。 

 

＜現状と課題＞ 

町には、事業所もなくまた、他市町村事業所の利用もありません。 

 

＜今後の方策＞ 

＊利用者のニーズを把握して、整備を検討していきます。 

 

④小規模多機能型居宅介護 

＜サービスの概要＞ 

「通い」を中心として、利用者の状態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」

を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援するサービス

です。 

 

＜現状と課題＞ 

町には、事業所もなくまた、他市町村事業所の利用もありません。 

 

＜今後の方策＞ 

＊本町においては、整備予定はありません。 

 

⑤認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

＜現状と課題＞ 

現在ある認知症対応型共同生活介護が、地域密着型サービスに移行したサービス

です。町内に施設は無く、他市町村に※７人、入所しております。軽中度の要介護

認定者等にとって、共同生活をすることによって、症状改善の一定の効果があり、

有効性が高いことから、今後状況に応じて整備していく必要があります。軽度の利

用者はありません。               ※平成２３年１２月１日現在 
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●認知症対応型共同生活介護利用実績（要介護１・２・３・４・５） 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ９２ １０４ １０４ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

９９ ９９ ８６ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊平成 18 年度より認知症対応型共同生活介護の指定及び監督の権限が県より市町

村に移譲されました。 

＊第５期介護保険事業計画期間中においては、認知症対応型共同生活介護の整備予

定はありません。 

 

●認知症対応型共同生活介護利用見込み（要介護１・２・３・４・５） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） １０５ １１４ １３９ 

●介護予防認知症対応型共同生活介護利用見込み（要支援２） 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ０ ０ ０ 

 

 

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 

＜サービスの概要＞ 

従来からある特定施設入居者生活介護とは違い、定員が 29 人以下で運営される有

料老人ホームです。 

 

＜現状と課題＞ 

町には、施設もなくまた、他市町村施設への入居もありません。 

 

＜今後の方策＞ 

＊第５期介護保険事業計画期間中においては、地域密着型特定施設入居者生活介護

の整備予定はありません。 
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⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

＜サービスの概要＞ 

従来からある介護老人福祉施設とは違い、定員が 29 人以下で運営される小規模の

特別養護老人ホームです。 

 

＜現状と課題＞ 

町には、施設もなくまた、他市町村施設への入所もありません。 

 

＜今後の方策＞ 

＊第５期介護保険事業計画期間中においては、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の整備予定はありません。 
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（３）施設サービス 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

＜現状と課題＞ 

介護老人福祉施設は、寝たきりや認知症のために常時介護を必要とするかたで、

自宅での生活が困難なかたに生活全般の介護を行う施設です。 

介護サービスについての利用意向が、施設サービス利用に傾いていることから、

施設入所申込者が増加しています。町内には２施設あります。 

 

●介護老人福祉施設利用実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 １，２００ １，２１２ １，２２４ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

１，２４９ １，３２１ 1，３７８ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊新たな施設については、見込んでおりませんが、今後も社会福祉法人等との連携

を図っていきます。 

 

●介護老人福祉施設利用見込み 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） １，４５２ １，５２４ １，５７２ 
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②介護老人保健施設 

＜現状と課題＞ 

介護老人保健施設は、慢性期医療と機能訓練によって在宅への復帰を目指し、医

療ケアと生活サービスを一体的に提供する施設です。 

現在町には１施設あり、満床に近い状況にあり、在宅復帰を支援する施設として、

生活機能の向上をめざしたリハビリテーションが実施されています。 

 

●介護老人保健施設利用実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 １，２００ １，２１２ １，２２４ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

６１１ ６３７ ７１４ 

※平成 23 年度見込み 

＜今後の方策＞ 

＊老人保健施設の本来の目的に沿った形での施設の活用、事業の運営を指導してい

きます。 

 

●介護老人保健施設利用見込み 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ７４４ ７４４ ７４４ 
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③介護療養型医療施設 

＜現状と課題＞ 

介護療養型医療施設は、脳卒中や心臓病等の急性期の治療が終わり、病状が安定

期にある長期療養を目的にし、療養上の管理、看護、介護、機能訓練等を提供する

施設です。 

長期療養を目的に療養上の管理、看護、医学的管理のもとで介護及びリハビリテ

ーションが実施されています。 

 

●介護療養型医療施設利用実績 

区    分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

計 画 ３９２ ３９２ ３９２ 

実 績 
延べ利用者数（人） 

２９５ ２８５ ３５２ 

※平成 23 年度見込み 

 

＜今後の方策＞ 

＊介護療養病床については、平成２４年３月３１日までに、老人保健施設や特別

養護老人ホームなどの介護施設等に転換し、制度が廃止されることとなってい

ましたが、法改正により現在存在する物については、６年間転換期限が延長さ

れることとなりました。新設は認められないため、利用者の増加は見込まない

こととしました。 

 

●介護療養医療施設利用見込み 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 度 

延べ利用者数（人） ３１２ ３１２ ３１２ 
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 ４ 介護保険サービスの事業費 
 

（１） 事業費 

介護給付費、介護予防給付費、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、

高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料を合わせたものが標準給付費見込額と

なり、３年間の合計は、約 41 億６千万円となります。また、地域支援事業費は、３

年間で約１億 3百万円となります。 

標準給付費見込額に地域支援事業費を合わせたものが総費用額となり、３年間で約

42 億 6 千万円となります。 

 

○介護サービス費用の見込み（介護給付）          （千円） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

訪問介護 71,653 81,645 91,638

訪問入浴介護 24,942 29,093 33,245

訪問看護 39,736 46,060 52,385

訪問リハビリテーション 1,153 1,431 1,982

居宅療養管理指導 3,067 3,858 4,648

通所介護 78,603 86,754 94,905

通所リハビリテーション 88,045 96,719 105,393

短期入所生活介護 44,334 50,002 55,671

短期入所療養介護 17,122 19,372 21,622

特定施設入居者生活介護 12,804 14,158 15,487

特定福祉用具貸与 27,053 31,210 35,367

特定福祉用具販売 1,641 1,901 2,149

8,467 9,786 11,202

49,570 51,730 53,896

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0

夜間対応型訪問介護 0 0 0

認知症対応型通所介護 0 0 0

小規模多機能型居宅介護 0 0 0

認知症対応型共同生活介護 24,212 26,358 26,755

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0
地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0

複合型サービス 0 0 0

介護老人福祉施設 354,470 371,812 384,167

介護老人保健施設 191,618 191,618 191,618

介護療養型医療施設 92,802 92,802 92,802

医療療養病床からの転換分 0 0 0

0

1,131,292 1,206,310 1,274,932

施
設

居
　
宅

地
域
密
着
型

住宅改修

居宅介護支援

介護給付費計
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○介護サービス費用の見込み（予防給付） 

平成21年度 平成22年度 平成23年度

介護予防訪問介護 5,530 5,896 6,261

介護予防訪問入浴介護 0 0 0

介護予防訪問看護 3,325 3,325 3,886

介護予防訪問リハビリテーション 0 0 0

介護予防居宅療養管理指導 394 480 565

介護予防通所介護 2,706 3,187 2,966

介護予防通所リハビリテーション 17,670 20,231 21,470

介護予防短期入所生活介護 1,256 1,512 1,768

介護予防短期入所療養介護 0 0 0

介護予防特定施設入居者生活介護 4,287 4,857 5,225

介護予防福祉用具貸与 475 544 614

特定介護予防福祉用具販売 277 295 322

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0

2,445 3,056 3,667

4,572 4,891 5,211

42,936 48,274 51,954

介
護
予
防

介護予防支援

住宅改修

予防給付費計

地
域

密
着
型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,174,228 1,254,584 1,326,886総給付費＝介護給付費計＋予防給付費計
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（２） 準給付費見込みと算定基準額 

介護給付費と予防給付費と合わせた総給付に、特定入所者介護サービス等給付費、

高額介護サービス費等給付費、高額医療合算介護サービス費等級府費、審査支払手

数料を加えて標準給付費見込額を算出します。さらに、地域支援事業費を加えると、

サービス給付費総額となり、第１号被保険者の保険料を算出する際の算定基準額と

なります。３年間合計で約 42 億６千万円になると見込まれます。 

 

●標準給付見込額及び地域支援事業費の見込額            （千円） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 ３か年合計

総給付費計 1,174,228 1,254,584 1,326,886 3,755,698

特定入所者介護サービス費 80,000 90,000 100,000 270,000

高額介護サービス費 34,505 37,955 41,750 114,210

高額医療合算介護サービス費等 3,000 3,000 3,000 9,000

審査支払手数料 1,461 1,552 1,647 4,660

標準給付費見込額（Ａ） 1,293,194 1,387,091 1,473,283 4,153,568

32,330 34,677 36,832 103,839

保険給付見込額に対する割合 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

1,325,524 1,421,768 1,510,115 4,257,407

地域支援事業（Ｂ）

総費用額（Ａ）＋（Ｂ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 負担割合 

第１号被保険者（65 歳以上の高齢者）の保険料は、総費用額の 21 パーセントを負

担します。３年間で約 42 億６千万円の 21 パーセントとなる約８億９千５百万円を第

１号被保険者が負担することになります。 

 

○介護保険費用の負担割合    

 

5%

5%

20.0%

15.0%

12.5%

17.5%

12.5%

12.5%

29%

29%

21%

21%

国

負担割合
埼玉県

負担割合

川島町

負担割合

４０～６４歳

負担割合

６５歳以上

負担割合

保険料

介護保険費用負担割合

公費

施設等給付費

居宅給付費

国

調整交付金
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（３） 所得段階別負担割合 

第５期については、第３段階を現行の内容に加え、新たに新第３段階を設

け、被保険者の所得段階に応じた１０段階に設定します。 

 

第 ５ 期 

第１段階 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等 

第２段階 
町民税世帯非課税で、 

合計所得金額＋課税年金収入が 80 万円以下のかた 

特例第３段階
町民税世帯非課税で、第１段階、第２段階以外で、 

合計所得金額＋課税年金収入が 120 万円以下のかた 

第３段階 
町民税世帯非課税で、 

新第３段階に該当しないかた 

特例第４段階
町民税課税世帯であって、本人非課税のうち 

合計所得金額＋課税年金収入が 80 万円以下のかた 

第４段階 
町民税課税世帯であって、本人非課税のうち 

合計所得金額＋課税年金収入が 80 万円を超えるかた 

第５段階 
町民税課税のかたであって、 

本人の合計所得金額が 125 万円未満 

第６段階 
町民税課税のかたであって、 

本人の合計所得金額が 125 万円～190 万円万円未満 

第７段階 
町民税課税のかたであって、 

本人の合計所得金額が 190 万円～400 万円万円未満 

第８段階 
町民税課税のかたであって、 

本人の合計所得金額が 400 万円以上 
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（４） 第１号被保険者の保険料 

第１号被保険者の保険料基準額は、月額 4,900 円、年額 58,800 円となります。 

 
○第１号被保険者の保険料 

基準額に対する割合及び年間保険料 

  
基準所得

金額 平成 24

年 度 

年間 

保険料

平成 25

年 度 

年間 

保険料 

平成 26

年 度 

年間 

保険料

第 1 段階     0.50  29,400 0.50  29,400 0.50  29,400

第 2 段階     0.50  29,400 0.50  29,400 0.50  29,400

第 3 段階                 

  
「公的年金等収入+合計所

得金額≦１２０万円」のかた 
  0.70 41,160 0.70 41,160 0.70 41,160

  上記を除くかた   0.75  44,100 0.75  44,100 0.75  44,100

第 4 段階                 

  
「公的年金等収入+合計所

得金額≦80 万円」のかた 
  0.92  54,090 0.92  54,090 0.92  54,090

  上記を除くかた   1.00  58,800 1.00  58,800 1.00  58,800

第 5 段階     1.15  67,620 1.15  67,620 1.15  67,620

第 6 段階   1,250,000 円 1.25  73,500 1.25  73,500 1.25  73,500

第 7 段階   1,900,000 円 1.50  88,200 1.50  88,200 1.50  88,200

第 8 段階   4,000,000 円 1.60  94,080 1.60  94,080 1.60  94,080
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 ５ 日常生活圏域 
 

（１）日常生活圏域の設定 

本町においては、日常生活圏域の設定基準が人口２～３万人程度を１つの圏域とし

て設定することが望ましいと考えられていることから、第４期計画と同様に町を１つ

の圏域として設定します。 

 

（２）地域包括支援センターの役割 

地域包括支援センターは、総合的な相談業務、介護予防、そして、介護のみならず

高齢者の生活支援を包括的・継続的に行う機関です。 

また、地域包括支援センターは、総合相談、介護予防、ケアマネジャー支援を担う

専門職員が配置されることから、それぞれが連携を図り、地域の高齢者福祉を総合的

に推進していきます。 

なお、地域包括支援センターは、中立、公正でなければいけないことから、町が各

関係機関及び住民の代表からなる「地域包括支援センター運営協議会」を設置し、地

域包括支援センターの運営評価等を行っています。また、地域包括支援センターの機

能強化のため、包括的支援事業の実施にあたっての運営方針の明示を実施します。 
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○地域包括支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

多面的（制度横断
的）

虐待防止 ボランティア

介護サービス 介護相談員

医療サービス 成年後見制度

ヘルスサービス民生委員

行政機関、保健所、
医療機関など

必要なサービスにつなぐ

全ての高齢者

総合相談支援事業

虐待防止・早期発見、権利擁護事業

支援

・センターの運営支援、評価
・地域資源のネットワーク化

・中立性の確保
・人材確保支援

介護保険サービスの関係者

地域医師会、
ケアマネジャー等

の職能団体

利用者、被保険者（高齢者クラブ等）

ＮＰＯ等の地域
サービスの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

地域包括支援センター
運営協議会

包括的支援事業の円滑
な実施、センターの中立
性・公正性の確保の観
点から、地域の実情を
踏まえ、選定

　川 島 町 に 設 置
　（健康福祉課が事務局）

チーム
アプローチ

社会福祉士等

保健師等
主任ケアマネジャー

等

包括的・継続的
マネジメント

事業

長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・日常的個別指導・相談
・地域でのケアマネジャーの
  ネットワーク構築
・支援困難事例等への指導・助言

多職種協働・連携の実現

主治医 ケアマネジャー

ケアチーム

連携

介護予防
ケアマネジメント

事業

予
防
給
付
・
介
護
予
防
事
業

ケアマネジメント

居宅介護支援
事業所

主治医

・アセスメントの実施
　　↓
・プランの策定
　　↓
・事業者による事業実施
　　↓
・再アセスメント
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６ 地域支援事業 

 

「地域支援事業」は介護予防事業、包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業

務、総合相談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント業務をい

う。）及びその他の地域支援業務を行うことにより、被保険者が要介護状態又は、要

支援状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能

な限り、地域において自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とし

ています。 

さらに、この事業は介護保険給付費の２％～３％が事業費として充てられますが、

上限を超えた分に関しては、町の一般財源で負担することとなります。 

 

○表 5-1 地域支援事業の構成 

  事業名   主な事業内容 財源 

・ 介護予防のスクリーニングの実施 

・ 要支援・要介護になるおそれの高い者を対象とする介護予防

として筋トレ、栄養改善、口腔ケアに効果がある事業 

（二次予防事業） 

①介護予

防事業 
・ 全高齢者を対象とする介護予防として、いきいきサロン、シ

ニア学園等の事業 

（一次予防事業） 

１号保険料 

２号保険料 

公費 

・ 介護予防ケアマネジメント 

（新予防給付のケアプラン、二次予防事業対象者のケアプラ

ン等） 

・ 総合相談支援事業 

（地域の高齢者の実態把握、介護以外の生活支援サービスと

の調整等） 

・ 権利擁護事業 

（虐待防止や早期発見、判断能力が低下した高齢者等が、住

み慣れた地域で自立して生活できるように金銭管理や相談

等を行う等） 

必須事業 

②包括的

支援事業 

・ 包括的・継続的マネジメント事業 

（支援困難事例に関するケアマネジャーへの支援等） 

１号保険料 

公費 

・ 介護給付等費用適正化事業 

（例）ケアプランの内容を精査し、不適切なサービスに対し

て指導・助言を行う等） 任意事業 
③任意事

業 
・ 家族介護支援事業 

（介護方法の指導等介護者の支援等） 

１号保険料 

公費 
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（１） 介護予防事業 

① 二次予防事業 

１）二次予防事業の対象者把握事業 

二次予防事業の対象を決定することを目的として、要介護者及び要支援者を除

く第１号被保険者を対象に日常生活で必要となる機能（生活機能）に関する実態

調査を行います。 

本町では、国で定めた基本チェックリストを実施し、二次予防事業対象者を決

定しています。 

 

○二次予防事業の対象者把握事業の実績 

区 分 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

基本チェックリスト配布数（人） 3,740  4,089 4,110 

基本チェックリスト回収数（人） 3,176  3,423 3,494 

基本チェックリスト回収率（％） 84.92  83.71 85.01 

二次予防事業対象者数（人） 1,038  1,050 1,083 

二次予防事業対象者割合（％） 32.68  30.67 40.00 

二次予防事業参加者（人） 

（通所型介護予防事業） 
25 46 39 50 

二次予防事業参加者（人） 

訪問型介護予防事業 
2 0 0 0 

2.4 4.4 
二次予防事業参加率（％） 

6.8 
3.7 4.6 

 

○二次予防事業対象者の見込み 

 区 分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

二次予防事業対象者数（人） 1,133 1,238 1,314  

 

 

 

 

 - 72 -



第５章 介護保険事業計画 
 

２）通所型介護予防事業 

二次予防事業の対象者把握事業により把握されたかたを対象に、通所により介

護予防を目的として、「運動器の機能向上」に効果がある事業を実施します。 

より多くの二次予防事業対象者の方が事業に参加できるように、第５期計画

において内容等の見直しを図ります。 

 

＜内容＞ 

（ⅰ）運動器の機能向上事業 

・専門スタッフによるアセスメント 

・個別計画の作成（おおむね３か月程度とし、実施回数は、対象者の負担とな

らず、その効果が期待できる回数の設定） 

・運動（ストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動等）の実施 

・専門スタッフによる事後のアセスメント 

 

○通所型介護予防事業の見込み 

 区 分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

二次予防事業参加者（人） 

（通所型介護予防事業） 
 79  99  118  
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３）訪問型介護予防事業 

二次予防事業対象者把握事業により把握された閉じこもり、認知症、うつ等の

おそれのある（又はこれらの状態にある）高齢者を対象に、保健師等がその者の

居宅等を訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握し、必要な相談・指導を

実施します。 

 

＜内容＞ 

・保健師等によるアセスメント 

・個別支援計画の作成（おおむね３～６か月間を期間とした支援計画の作成） 

・定期的に対象者の居宅を訪問、必要に応じて介護予防事業等への参加の呼び

かけを行う 

・保健師等による事後のアセスメント 

 

４）二次予防事業評価事業 

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、二次予防

事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施状況方法等の改善を図る。 

事業評価は、年度ごとに「介護予防事業の事業評価」により、プロセス評価、

アウトプット評価、アウトカム評価をそれぞれ実施する。 
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② 一次予防事業 

１）介護予防普及啓発事業 

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成お

よび配布や、介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等によ

る講演会の開催を実施しています。 

また、介護予防の普及啓発に資する運動教室等の介護予防教室等を開催してい

ます。 

 

（ⅰ）いきいきサロン 

民生委員及び推進員、または、ボランティアが呼びかけを行い、近所の歩いて

いける範囲の距離（集落センター等）でいきいきサロンを実施します。出欠状

況を毎回チェックし、内容に偏りがみられるか、サロンへの参加が定着してい

るかを確認します。 

プログラムは、参加者が楽しめることを第一に考え、参加者の希望もとり入れ

ながら運動教室、介護予防教室などを実施しています。 

 

（ⅱ）健康づくり事業 

高齢であっても運動を継続的に実施することで元気に動ける体づくりが可能

です。老人クラブを中心に活動しているゲートボールやグランドゴルフ、ダン

ス教室に対する支援やストレッチ、筋肉トレーニング、リズム体操の三つの運

動で構成されている介護予防の体操をさらに町内全域の高齢者に広めていきま

す。 

 

２）地域介護予防活動支援事業 

介護予防に関するボランティア等の人材養成のための研修や介護予防に資する

地域活動組織の育成・支援のための事業を実施します。 
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（ⅲ）ふれあい活動 

民生委員と推進員が、高齢者世帯と単身高齢者の承諾を得たかたの日頃の生活

状況を見守りながら、安心して地域で生活できるように助け合いながら活動を

していきます。 

 

（Ⅳ）介護予防ボランティアへの支援 

介護予防のために実施している体操等の指導者を継続して育成・支援をしてい

きます。 

 

（Ⅴ）教養事業 

シニア学園において、教養講座・健康体操・県内めぐり・ボランティア体験

等を実施します。 

 

３）一次予防事業評価事業 

原則として、年度ごとに事業の実施状況や適切にサービスが行われているか等比

較し、その検証を基に次年度以降の事業実施の見直しを行います。 

特に、プロセス評価を中心に事業評価を実施します。 

 

（２）包括的支援事業 

① 介護予防ケアマネジメント事業 

地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等が相互に

協働しながら、二次予防事業の対象者が要介護状態等となることを予防するため、

その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、介護予防事業そ

の他の適切な事業が実施されるように必要な援助を行います。 

介護予防ケアマネジメント業務は、対象者に対して、課題分析（アセスメント）・

目標の設定・モニタリング実施・評価という手順で実施します。 
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② 総合相談支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこ

とができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高

齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地

域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等

の支援を行います。 

また、町には、様々な専門機関や地域のネットワークがあります。地域で暮ら

す高齢者を支えるためには、地域のネットワークとの連携を図り、相互の協力体

制を築きあげます。 

 

③ 権利擁護業務 

権利擁護業務は、地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの支援だけで

は十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法がみつからな

い等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を行うことが

できるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のための必要な支

援を行うことを目的としています。 

高齢者の権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合には、成年後見制

度の説明や申立てにあたっての関係機関の紹介などを行ったり、高齢者への虐

待の事例を把握した場合は「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援

に関する法律」（平成１７年法律第１２４号）等に基づき、速やかに当該高齢

者を訪問して状況を確認し、適切な対応を行います。また、虐待の対応等で高

齢者を老人福祉施設などに措置入所させることが必要と判断した場合は、措置

入所を行っていきます。 

 

④ 包括的・継続的マネジメント事業 

地域包括支援センターの主任ケアマネジャー等が中心となり、地域の高齢者に

対して、ケアマネジャーや医師、地域の関係機関が連携し包括的・継続的なケア

マネジメントを実現するための支援を行います。 

支援の内容としては、地域のケアマネジャーの相談や指導、また、資質の向上

を図るという観点から、研修や情報提供を行います。 
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また、医療機関を含めた関係機関やケアマネジャーとの連携を支援し、地域に

おける健康づくりや交流促進のための地域の活動促進に努めます。 

 

（３）任意事業 

① 介護給付費適正化事業 

必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、制度

の趣旨や良質な事業展開のために必要な情報の提供等、利用者に適切なサービス

を提供できる環境の整備を推進し、介護給付費の適正化を図ります。 

なお、「埼玉県介護給付適正化計画」における認定状況のチェック、ケアプラ

ンの点検、住宅改修等の点検、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知の

５つの重要事業については今後も、計画的・継続的に実施いたします。 

 

② 家族介護支援事業 

１）家族介護教室 

２）認知症を支える家族の交流会 

３）認知症サポーター養成講座 

③ その他の事業 

１）住宅改修支援事業 

２）ヘルパー受講支援事業 

 

（４）その他 

現在実施している事業のほかにも認知症の高齢者やその家族を支援するための

認知症支援の体制づくりの構築や、要支援・二次予防事業対象者に対して、介護

予防や配食・見守り等の生活支援サービスを提供することのできる、介護予防・

日常生活支援総合事業についても、第５期計画中に検討していきます。 
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 第６章 計画の推進体制          

 

 

 

１ 各関係機関相互の連携 

 

（１） 担当課の連携 

町の保健・福祉を担う担当課において、現在の連携体制を継続するとともに、今

以上に担当者間の連携を密接に行い、効率的、総合的観点からの対応ができるよう、

積極的に推進します。また、介護予防の推進ために、生涯学習・スポーツ担当との

連携も実施していきます。 

 

（２） 地域ケア会議 

援助を必要とするかたの支援体制を構築するために、住民や関係者に呼びかけて

会議を開催します。また、ケアマネジャーからの相談についても、必要に応じて関

係機関で集まり検討していきます。 

そこから見えてきた課題から、町の地域ケアの体制を整備していくよう努めます。 

 

（３） 福祉事務所との連携 

連絡会議等を情報交換の場として活用し、連携強化に努めます。 

 

（４） 医師会、歯科医師会との連携 

高齢者が安心して元気に暮らしていくには、保健・福祉・医療サービスが包括的

に受けられる体制づくりが望まれます。また、介護予防の点においても、関係機関

が連携を取りながら一体的に情報を提供していくことが必要です。このため、医師

会・歯科医師会等との連携強化に努めていきます。 
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（５） 社会福祉協議会との連携 

社会福祉協議会は、高齢者の生きがいづくり事業等の事業を推進しており、今後

さらに地域における福祉活動や町民相互の支え合い、助け合い活動を支援していき

ます。また、地域ボランティア活動の拠点としての役割を強化していきます。 
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 ２ 地域との連携 
 

（１） 町内会 

これからの高齢社会を支えるためには、地域住民の理解と協力が必要です。地区

の特性を生かしながら地域づくりをし、地域福祉を推進するため、各地区町内会活

動の育成と支援や助成に努めます。 

 

（２） 民生委員との連携充実 

高齢者の相談活動、各種福祉サービスの周知等活動場面の増加が予想されること

から、地域住民と行政とのパイプ役として、十分な情報交換と緊密な連携が図られ

るよう支援します。また民生委員と地域包括支援センターやケアマネジャーとの連

携により、地域の高齢者の生活状況の把握に努めていきます。新たに、要支援・要

介護状態になるおそれがあると考えられるかた等で気になる高齢者を訪問し、相談

活動を充実します。 
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３ 町民への情報提供 

 

（１） 広報活動の充実 

保健サービス及び福祉サービスについては、広報の活用やガイドブック等の作成に

より周知・利用をすすめています。今後も継続し、各種サービス等の広報活動を行っ

ていきます。 

 

（２） 情報提供体制の整備 

高齢者に対する情報の提供を行うため、広報、パンフレット、ポスター等を広く活

用するとともに、地域包括支援センター、民生委員、福祉施設、老人保健施設、社会

福祉協議会、医療機関や福祉団体、ボランティアを通した情報の提供を強化していき

ます。また、住民組織を活用し、民生委員、老人クラブ等福祉関係団体をはじめ、各

種団体との連携を密にし、福祉サービスの情報の伝達体制を整備します。 
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４ 総合相談・苦情解決体制の整備 

 

介護サービス利用者をはじめ、高齢者から寄せられるさまざまな相談や苦情にき

め細かく対応するために、役場や地域包括支援センター機能の充実を図ります。 

また、良質なサービスを自ら選択できるよう、多様な情報の提供から相談・苦情

解決・権利擁護等のシステムづくりをすすめ、サービス利用者の選択を保障する体

制を整備します。 
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５ 計画の進行管理 

 

（１） 計画の点検評価 

計画の点検評価は、「川島町介護保険運営推進協議会」において、定期的に点検・

評価していきます。 

 

   ◆点検・評価内容 

① 法定サービスのサービス内容・提供量の評価 

② 法定外サービスのサービス内容・提供量・提供体制の評価 

③ サービス提供事業者の評価 

④ 情報公開に関する評価 

⑤ 利用者の苦情・不満等に対する点検 

⑥ 計画達成状況の評価 

 

《点検・評価の手順》 

現行の問題解決

次の問題解決

計画 実行 評価

計画 実行 評価

行動（見直し）

行動（次の評価に生かす）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画：介護保険・老人福祉サービス提供計画、目標の設定 

②実行 

③評価：介護保険・老人福祉サービス提供計画、目標値と実績値の比較 
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